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平成３０年第３回京丹波町議会定例会（第１号） 

 

                            平成３０年 ９月 ３日（月） 

                            開会  午前 ９時００分 

１ 議事日程 

  第 １ 会議録署名議員の指名 

  第 ２ 会期の決定 

             自 平成３０年 ９月 ３日 

                          ２４日間 

             至 平成３０年 ９月２６日  

  第 ３ 諸般の報告 

  第 ４ 行政報告 

  第 ５ 諮問第 ２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

  第 ６ 議案第６１号 京丹波町長等政治倫理条例の制定について 

  第 ７ 議案第６２号 京丹波町職員倫理条例の制定について 

  第 ８ 議案第６３号 京丹波町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条 

             例の制定について 

  第 ９ 議案第６４号 京丹波町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を 

             定める条例の一部を改正する条例の制定について 

  第１０ 議案第６５号 平成３０年度京丹波町一般会計補正予算（第４号） 

  第１１ 議案第６６号 平成３０年度京丹波町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１ 

             号） 

  第１２ 議案第６７号 平成３０年度京丹波町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１ 

             号） 

  第１３ 議案第６８号 平成３０年度京丹波町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

  第１４ 議案第６９号 平成３０年度京丹波町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

  第１５ 議案第７０号 平成３０年度京丹波町水道事業会計補正予算（第１号） 

  第１６ 認定第 １号 平成２９年度京丹波町一般会計歳入歳出決算の認定について 

  第１７ 認定第 ２号 平成２９年度京丹波町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の 

             認定について 

  第１８ 認定第 ３号 平成２９年度京丹波町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認 
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             定について 

  第１９ 認定第 ４号 平成２９年度京丹波町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 

             について 

  第２０ 認定第 ５号 平成２９年度京丹波町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

             ついて 

  第２１ 認定第 ６号 平成２９年度京丹波町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定につ 

             いて 

  第２２ 認定第 ７号 平成２９年度京丹波町育英資金給付事業特別会計歳入歳出決算の 

             認定について 

  第２３ 認定第 ８号 平成２９年度京丹波町町営バス運行事業特別会計歳入歳出決算の 

             認定について 

  第２４ 認定第 ９号 平成２９年度京丹波町須知財産区特別会計歳入歳出決算の認定に 

             ついて 

  第２５ 認定第１０号 平成２９年度京丹波町高原財産区特別会計歳入歳出決算の認定に 

             ついて 

  第２６ 認定第１１号 平成２９年度京丹波町桧山財産区特別会計歳入歳出決算の認定に 

             ついて 

  第２７ 認定第１２号 平成２９年度京丹波町梅田財産区特別会計歳入歳出決算の認定に 

             ついて 

  第２８ 認定第１３号 平成２９年度京丹波町三ノ宮財産区特別会計歳入歳出決算の認定 

             について 

  第２９ 認定第１４号 平成２９年度京丹波町質美財産区特別会計歳入歳出決算の認定に 

             ついて 

  第３０ 認定第１５号 平成２９年度国保京丹波町病院事業会計決算の認定について 

  第３１ 認定第１６号 平成２９年度京丹波町水道事業会計決算の認定について 

  第３２ 報告第 ２号 健全化判断比率について 

  第３３ 報告第 ３号 資金不足比率について 

  第３４ 報告第 ４号 株式会社丹波情報センターに関する経営状況について 

  第３５ 報告第 ５号 公益財団法人京都府立丹波自然運動公園協力会に関する経営状況 

             について 

  第３６ 報告第 ６号 公益財団法人丹波ふるさと振興公社に関する経営状況について 
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  第３７ 報告第 ７号 公益財団法人瑞穂農業公社に関する経営状況について 

  第３８ 報告第 ８号 一般財団法人和知ふるさと振興センターに関する経営状況につい 

             て 

  第３９ 報告第 ９号 グリーンランドみずほ株式会社に関する経営状況について 

 

２ 議会に付議した案件 

  議事日程のとおり 

 

３ 出席議員（１６名） 

   １番  岩 田 恵 一 君 

   ２番  野 口 正 利 君 

   ３番  坂 本 美智代 君 

   ４番  東   まさ子 君 

   ５番  村 山 良 夫 君 

   ６番  谷 山 眞智子 君 

   ７番  西 山 芳 明 君 

   ８番  隅 山 卓 夫 君 

   ９番  森 田 幸 子 君 

  １０番  山 田   均 君 

  １１番  山 下 靖 夫 君 

  １２番  谷 口 勝 已 君 

  １３番  北 尾   潤 君 

  １４番  梅 原 好 範 君 

  １５番  鈴 木 利 明 君 

  １６番  篠 塚 信太郎 君 

 

４ 欠席議員（０名） 

 

５ 説明のため、地方自治法第１２１条の規定により出席を求めた者（２１名） 

  町 長     太 田   昇 君 

  副 町 長     谷   俊 明 君 
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  参 事     伴 田 邦 雄 君 

  参 事     山 田 洋 之 君 

  総 務 課 長     中 尾 達 也 君 

  監 理 課 長     野 村 雅 浩 君 

  企 画 政 策 課 長     木 南 哲 也 君 

  税 務 課 長     松 山 征 義 君 

  住 民 課 長     長 澤   誠 君 

  保 健 福 祉 課 長     大 西 義 弘 君 

  子育て支援課長     津 田 知 美 君 

  医 療 政 策 課 長     中 川   豊 君 

  農 林 振 興 課 長     栗 林 英 治 君 

  商 工 観 光 課 長     山 森 英 二 君 

  土 木 建 築 課 長     山 内 和 浩 君 

  上 下 水 道 課 長     十 倉 隆 英 君 

  会 計 管 理 者     久 木 寿 一 君 

  瑞 穂 支 所 長     山 内 善 博 君 

  和 知 支 所 長     榎 川   諭 君 

  教 育 長     松 本 和 久 君 

  教 育 次 長     堂 本 光 浩 君 

 

６ 出席事務局職員（２名） 

  議 会 事 務 局 長     藤 田 正 則 

  書 記     山 口 知 哉 
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開会 午前 ９時００分 

○議長（篠塚信太郎君） 皆さん、おはようございます。 

  本日はご参集いただき、大変ご苦労さまです。 

  ただいまの出席議員は１６名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより平成３０年第３回京丹波町議会定例会を開会しま

す。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 

《日程第１、会議録署名議員の指名》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第１、会議録署名議員の指名をします。 

  会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、１３番議員・北尾 潤君、１４番

議員・梅原好範君を指名します。 

 

《日程第２、会期の決定》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

  お諮りします。 

  今期定例会の会期は、本日から９月２６日までの２４日間としたいと思います。これにご

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日から９月２６日までの２４日間と決しました。 

  会期中の予定については、事前に配付の会期日程表のとおりであります。 

 

《日程第３、諸般の報告》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  本定例会に町長から提出されています案件は、諮問第２号ほか２６件です。ほかに報告が

あります。 

  提案説明のため、太田町長ほか関係者の出席を求めました。 

  ８月３０日に議会運営委員会が開催され、本定例会の運営について協議されました。 

  ８月２９日、新庁舎建設特別委員会が開催されました。 

  本定例会までに受理した陳情書をお手元に配付しております。 
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  また、京丹波町監査委員より、例月出納検査結果報告がありましたので、お手元に配付し

ております。 

  本日の会議に京丹波町ケーブルテレビの撮影・収録を許可しましたので報告します。 

  本日、本会議終了後、議会広報常任委員会が開催されます。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

《日程第４、行政報告》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第４、行政報告を行います。 

  太田町長。 

○町長（太田 昇君） 本日、ここに、平成３０年第３回京丹波町議会定例会をお願いいたし

ましたところ、議員各位におかれましては、公私何かとご多用の中、ご参集いただきまして、

まことにありがとうございます。 

  また、日ごろ、議員各位には、円滑な町政の推進にご支援、ご協力をいただいております

ことに、厚く御礼申し上げます。 

  初めに、本町におきまして、本年７月５日から８日にかけての豪雨をはじめ、２８日から

２９日にかけての台風１２号、８月２３日から２４日にかけての台風２０号などたび重なる

災害が発生いたしました。被災されました方々に対し、衷心よりお見舞いを申し上げますと

ともに、町としましても一日も早い復旧に向け取り組んでまいります。 

  近年、異常気象に伴うゲリラ豪雨や台風が頻繁に発生しており、災害がいつ起こってもお

かしくない状況です。 

  町民の皆さんにおかれましては、住まわれている家の状況や地域の状況、避難施設の場所

などを確認していただくとともに、危険と判断すれば、いち早く行動に移せるよう日頃から

準備をよろしくお願いいたします。 

  今期定例会では、平成２９年度決算を上程させていただくこととなりました。限られた財

源を効果的に活用し、安全•安心のまちづくりのための事業を実施したところであります。

これも、議員各位並びに町民の皆様の深いご理解とご協力によるものと深く感謝申し上げま

す。 

  次に、平成３０年度町政懇談会「タウンミーティング」でありますが、７月３日から８月

９日にかけて町内１２会場で開催したところです。今年度は、私が町政をお預かりして最初

の町政懇談会であり、昨年の町長選挙におきまして公約として掲げておりました「新庁舎建

設計画について」と「丹波地域開発株式会社への公金投入について」の２点を中心にご説明
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させていただき、ご意見を伺ったところです。各会場におきまして、説明を熱心に拝聴いた

だき、多くのご意見を頂戴しました。新庁舎建設計画では、当初計画から配置職員の見直し

による最適化を図り、事業コストを縮減したことにおおむねご理解いただけたと思っており

ます。 

  今後におきましては、これまでにいただきましたご意見・ご要望などを参考としながら基

本設計を取りまとめた上で報告させていただきます。 

  また、丹波地域開発株式会社への公金投入につきましては、これまで住民の皆さんに経営

状況等について一度も説明される機会もなく、このことが疑念を持たれる要因であったと考

えております。今回、設立の経過や経営状況等について、できるだけ詳しくわかりやすく説

明させていただいたところであり、おおむねご理解いただけたと思っております。今後にお

きましても、しっかりと説明させていただき、ご理解いただけるよう責任を果たしてまいり

ます。 

  次に、本年度の主要事業の執行状況についてご報告を申し上げます。 

  初めに、繰越明許費として平成３０年度に繰り越しております道路新設改良事業をはじめ

とする各種事業につきましては、順調に執行しているところであります。中でも、森林管理

道塩谷長谷線開設工事におきましては、町内の基幹林道として平成２３年度に事業着手以来、

７年かけて全線開設となりました。林道の延長は４，５６１メートル、総事業費は約３億４，

８００万円であります。今後は、適切に維持管理を行い、林業振興に役立ててまいります。

また、今年度から新たに森林管理道月ヒラ長老線の開設事業に取り組んでまいります。和知

北部地域の基幹林道として、また、災害時の補完道路として役立てることを主な目的として

おります。 

  次に、新庁舎建設に向けての取り組みでありますが、建設予定地にありました建物の解体

工事が完了し、治水対策及び造成工事測量設計業務など関連業務を順次発注しているところ

です。平成３２年度の新庁舎完成に向けてしっかりと進めてまいります。 

  次に、昨年度から新たに取り組んでおります高齢者に対する運転免許証自主返納制度につ

きましては、今年度も７月末までに２０人の方から申請をいただいております。昨年度から

の総申請者数は、８４人となっております。引き続き高齢者の運転による事故防止の観点か

ら本制度をＰＲし、ＪＲバスや町営バスなどの公共交通機関の利用への誘導を図ってまいり

ます。 

  次に、地球温暖化防止対策として、また、再生可能エネルギーの普及を目的として取り組

んでおります住宅用太陽光発電システムの設置補助におきましては、７月末現在で２件の申
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請をいただき、補助金として２４万円の交付を決定しております。京都府の制度とあわせて、

引き続きさらなる普及に向け取り組んでまいります。 

  次に、船井郡衛生管理組合におけるごみ処理基本計画の策定についてでありますが、平成

３１年度からのごみ処理の問題と並行して、循環型社会におけるごみ処理のあり方を検討す

るため、構成市町の関係者を中心としてごみ処理検討委員会を設置しました。管内における

ごみ処理の現状や課題を把握し、ごみ処理基本計画を策定することとしております。 

  次に、子育て世帯住宅リフォーム支援事業ですが、昨年度から新たな事業として創設した

もので、子育て世帯の経済的負担の軽減と住環境の向上、三世代同居・近居による世代間支

援の促進を図ることを目的として子育てのための住宅リフォーム工事を行う世帯に対し補助

金を交付するもので、７月末現在で２件の申請があり、補助金は２００万円の交付を決定し

ております。 

  次に、秋の一大イベントとして定着しております「京丹波・食の祭典２０１８」は、１０

月２１日に丹波自然運動公園を会場として計画しております。昨年は台風の影響で初めて中

止となったところですが、例年、京丹波町産の食材を使い、工夫を凝らした商品が店頭に並

び、訪れる人を楽しませています。この機会に本町の豊かな食を味わっていただけるものと

考えております。 

  次に、住宅改修の推進におきましては、住宅の耐久性の向上や環境に配慮した改修に対し

て補助金を交付しているところであります。７月末現在の申請件数は昨年同月に比べ１５件

減の４６件で、補助金は同じく４３万７，０００円減の２９９万８，０００円の交付を決定

しております。 

  次に、認定こども園の開設に向けての取り組みでありますが、本年７月に京丹波町立（仮

称）たんばこども園新園舎建設設計業務の事業者を公募型プロポーザルにより特定したとこ

ろです。これにより、平成３４年度の開園に向けて施設整備にも着手することとなります。

認定こども園教育や保育課程など部会を中心に、地域の特色を生かした園舎となるよう協議

を重ねてまいります。 

  次に、ホッケー競技では、須知高校男子ホッケ一部が７月２８日から８月１日にかけて岐

阜県において開催されました第８１回全国高等学校ホッケー選手権大会に、また、蒲生野中

学校男子チーム、女子チーム並びに瑞穂中学校男子チーム、女子チームが、８月１７日から

２０日にかけて島根県において開催されました第４８回全日本中学生ホッケー選手権大会に

そろって出場しました。須知高校男子ホッケ一部は１回戦で、瑞穂中学校男子チームは予選

リーグで残念ながら敗退となりましたが、蒲生野中学校女子チームは決勝トーナメントで２
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回戦まで進出しベスト８に、男子チームもベスト１６に、また、瑞穂中学校女子チームも決

勝トーナメントで準決勝まで進出し惜しくも敗れましたが、女子チームとしては過去最高の

３位となりました。そろって全国大会に出場し、はつらつとプレーした姿は、京丹波町民に

感動と元気を与えてくれたとともに、選手の皆さんにとって何物にもかえがたい貴重な経験

となったことと思います。今後のさらなる活躍を願うものです。 

  以上、行政報告といたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 以上で行政報告を終わります。 

  お諮りします。 

  ただいまから上程になります日程第５、諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について

から日程第３１、認定第１６号 平成２９年度京丹波町水道事業会計決算の認定についてま

での議案につきましては、本日は提案理由の説明のみとし、質疑、討論、採決は後日の日程

としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 異議なしと認めます。 

 

《日程第５、諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について～日程第３１、認定第１６号 

平成２９年度京丹波町水道事業会計決算の認定について》 

○議長（篠塚信太郎君） これより日程第５、諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につい

てから日程第３１、認定第１６号 平成２９年度京丹波町水道事業会計決算の認定について

までを一括議題とします。 

  町長の提案理由の説明を求めます。 

  太田町長。 

○町長（太田 昇君） それでは、本日提案させていただきます議案につきまして、その概要

を説明させていただきます。 

  初めに、諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につきましては、候補者として推薦をさ

せていただきますのは、山内津八子氏でございます。地域住民の信頼も厚いことなどから、

引き続き人権擁護委員として再推薦いたしたく、議会のご意見を求めるものでございます。

ご審議賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

  議案第６１号 京丹波町長等政治倫理条例の制定につきましては、町長、副町長及び教育

長が、自己の地位による影響力を行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を

定め、町政に対する町民の信頼に応えるため本条例を制定するものであります。 
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  議案第６２号 京丹波町職員倫理条例の制定につきましては、町民の公務に対する信頼を

確保するため、新たに職員の倫理原則を定めるものであります。 

  議案第６３号 京丹波町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例では、

町営住宅の一部を用途廃止するため所要の改正を行うもので、特別賃貸住宅の篠原団地６戸

の施設の老朽化に伴い除却するものであります。 

  議案第６４号 京丹波町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例では、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部

を改正する省令の施行に伴い、放課後児童支援員の資格を改めるものであります。 

  議案第６５号 平成３０年度京丹波町一般会計補正予算（第４号）につきましては、補正

前の額１２０億８３１万７，０００円に、今回１億１，１２０万２，０００円を追加し、補

正後の額を１２１億１，９５１万９，０００円とすることをお願いしております。平成２９

年度繰越金及び本年度の普通交付税等の確定を受けまして、必要となります事業を中心に編

成いたしております。 

  主な事業では、前年度繰越金の確定による財政調整基金への積み立てに３，１００万円、

新庁舎建設に伴う町内産木材の調達経費として新庁舎整備事業に３，３８０万円、公民館改

修など自治振興補助金に５２０万２，０００円、町内の福祉施設等における介護に従事する

人材の育成と確保を図ることを目的に介護福祉士資格取得講習等受講に係る経費助成など福

祉人材確保対策事業に６１万円、収入の不安定な就農の初期段階の青年就農者に対し、資金

を交付し経営力の向上を図る農業次世代人材投資事業に４５０万円、小規模農家を含めた農

村を守る地域活動を支援する農村型小規模多機能自治推進事業に４２０万円、農業施設の機

能回復を図るための農林漁業事業補助金に３３０万９，０００円、森林林業の振興と新庁舎

建設に係る木材調達を主な目的として町有林の主伐を行う公有林整備事業に１，７８７万７，

０００円、学童保育事業で、のびのび２組の屋根修繕工事に１５７万５，０００円、ホッケ

ー競技の普及と和知地区を中心とした景観を生かしたスポーツ観光の推進を図るために地域

おこし協力隊を設置する経費に１８５万１，０００円を計上したところであります。 

  歳入につきましては、普通交付税の確定による増額分として１億１，１２５万２，０００

円、前年度繰越金の増額１，１７０万２，０００円、町有林の主伐による不動産売払収入１，

６４３万円、新庁舎整備事業などの投資的事業への充当財源としての町債２，１３０万円を

主なものとして、関連する特定財源の精査を行い編成したものであります。 

  議案６６号 平成３０年度京丹波町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）では、

補正前の額１８億４，６００万円に１億９０万１，０００円を追加し、補正後の額を１９億
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４，６９０万１，０００円とすることをお願いしております。療養給付費等負担金の超過交

付による返還金に係る増額のほか、前年度繰越金等の確定による精査を行うものであります。 

  議案第６７号 平成３０年度京丹波町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）では、

補正前の額２億３，４２２万５，０００円に７２万円を追加し、補正後の額を２億３，４９

４万５，０００円とすることをお願いしております。前年度繰越金の確定による精査及び広

域連合納付金の増額を行うものであります。 

  議案第６８号 平成３０年度京丹波町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）では、事

業勘定において補正前の額２１億４，８８５万円に７，２４５万９，０００円を追加し、補

正後の額を２２億２，１３０万９，０００円とすることをお願いしております。前年度繰越

金の確定による精査及び前年度介護給付費負担金等の確定による返還金等について計上して

おります。 

  議案第６９号 平成３０年度京丹波町下水道事業特別会計補正予算（第１号）では、補正

前の額９億６，４００万円に２２０万円を追加し、補正後の額を９億６，６２０万円とする

ことをお願いしております。前年度繰越金の確定及び一般会計繰入金による精査並びに人件

費の精査を行うものであります。 

  議案第７０号 平成３０年度京丹波町水道事業会計補正予算（第１号）では、収益的支出

において、人件費の精査、備耗品費として非常用給水袋の購入による補正を行うものであり

ます。 

  続きまして、平成２９年度決算認定議案につきまして、概略をご説明申し上げます。 

  平成２９年度は、全国各地で地震・豪雨・台風など自然災害が多発しました。また、北朝

鮮によるミサイル発射実験が繰り返し行われるなど「安全・安心」が脅かされる年となりま

した。本町におきましても、前線豪雨による土砂崩れや台風により家屋が損壊するなど、安

心して生活できる状況にありませんでした。その中でも、常に消防団員と区長さんや民生委

員さんなど地域の関係者とが協力し、避難対応等いただいておりますことに感謝申し上げま

す。緊急時には地域内での連携が大きな力となると考えております。今後におきましても自

主防災活動に期待をするところです。 

  さて、平成２９年度に取り組みました主要事業でありますが、京丹波町創生戦略に基づき、

雇用や新たな産業の創出などを目的とした鳥インフルエンザ発生農場跡地活用事業では、旧

鶏舎の解体撤去に加え、ロケ地バックヤード倉庫の建設、ロケーションオフィスの整備など

映画・観光を核としたまちづくりを進めております。 

  新庁舎の建設につきましては、新庁舎建設基本計画の理念を踏まえ、設計業務を発注し、
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まちづくりの拠点となり機能的で利用しやすい新庁舎の建設に向けて具体的な検討を始めた

ところです。 

  認定こども園の整備につきましては、子ども・子育て審議会におきまして、「認定こども

園開設に係る基本計画（案）」と「（仮称）たんばこども園新園舎建設基本計画（案）」を

取りまとめいただき、町においてパブリックコメントを実施し、二つの基本計画を策定した

ところです。園児の健やかな育ちと成長が促せる施設、本町の特色を生かした施設の整備を

目指し、事業を推進してまいります。 

  平成２９年度に予定しておりました事業は無事に完成、あるいは着実な進展をしておりま

すこと、ひとえに議員各位を初め、町民の皆様のご理解とご協力に改めて深く感謝申し上げ

る次第であります。 

  次に、会計別決算収支の状況についてでありますが、一般会計の決算額は、歳入１１０億

４，３４０万８，０４８円、歳出１０８億４，０５４万９，７８８円、うち翌年度への繰越

財源１億４，１１５万６，０００円を差し引いた実質収支では、６，１７０万２，２６０円

の黒字決算となっております。 

  なお、一般会計における平成２８年度の黒字となった実質収支額２億４，２８６万６，２

１５円を差し引いた単年度収支は、１億８，１１６万３，９５５円の赤字、これに財政調整

基金積立額と繰上償還金を加え、取り崩し額を控除した実質単年度収支は、１億３，０５７

万１，６３６円の赤字であります。 

  次に、歳出の目的別の状況でありますが、以下、万円単位でご報告申し上げます。 

  まず、議会費は９，７６７万円で０．４％の減、総務費は１３億６，４７９万円で前年度

比２６．２％の減、民生費は２３億６，９９０万円で前年度比１．７％の減、衛生費は１５

億８，７１１万円で前年度比１．３％の増、労働費は６万円で２０．０％の増、農林水産業

費は１５億６，５２８万円で前年度比１６．９％の増、商工費は２億７４５万円で前年度比

６．９％の増、土木費は８億８，７９２万円で前年度比６．４％の増、消防費は４億３７７

万円で前年度比７．０％の増、教育費は７億９，０１５万円で前年度比１５．７％の減、災

害復旧費は５，９２４万円で前年度比１１１．１％の増、公債費は１５億７２２万円で前年

度比１２．４％の増となっております。 

  次に、普通会計をもとにした財政構造面について申し上げます。 

  町税は、前年度に比べ４，１０６万円増額の１７億２，３４８万円となりました。これは、

償却資産で企業等の設備投資や太陽光発電設備の増によることが主な要因であります。徴収

率につきましては、現年度が９９．０％で、前年度から０．１ポイント増加し、滞納繰越分
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は３０．７％と１０．７ポイントの増加となりました。 

  今後とも税負担の公平性を確保するため、京都地方税機構との連携はもとより、細やかな

納税相談の実施などに一層の努力を重ねてまいります。 

  一方、平成２９年度におきましても、滞納処分等の取り組みを行いながら、町税４５７万

円、国保税４９３万円を不納欠損処分させていただきました。前年度と比べ町税におきまし

ては７５０万円の減となったところであります。 

  貴重な自主財源が徴収に至らなかったことはまことに申しわけなく思いますが、ご理解い

ただきますようお願い申し上げます。 

  譲与税・交付金関係では、主に地方消費税交付金の減少と自動車取得税交付金、配当割交

付金等の増加見込みにより、前年度と比較して４６１万円増額の４億７，３３３万円、地方

交付税では、特別交付税が固定資産税の増額など基準財政収入額の増額と、基準財政需要額

では地域経済・雇用対策費や包括算定経費等多くの項目で減額となり、２億８，６５７万円

減額の４３億６，５３８万円、特別交付税は２６５万円増額の６億３５８万円となっており

ます。 

  次に、歳出におきまして支出を拘束する義務的経費では、人件費で５，３９２万円の増額、

扶助費では２，５２５万円の減額、公債費で１億６，６３８万円の増額となり、全体では１

億９，５０５万円の増額で、４２億２４４万円の決算であります。 

  投資的経費では、地域交流等拠点整備事業や地域資源活用施設整備事業、小学校空調設備

整備事業の完成などにより、２億６，８１０万円の減額となり１４億９，１５０万円の決算

となっております。 

  このような決算状況の中、財政構造の指標となります経常収支比率は、前年度比２．６ポ

イント増の８９．０％、実質公債費比率は、前年度比０．８ポイント増の１５．０％となり

ました。 

  経常収支比率の増加要因につきましては、分子である歳出経常一般財源では、人件費、扶

助費、補助費等及び公債費で増額となったものの、物件費、投資及び出資金、繰出金等が減

額となり、全体ではやや減額となっております。しかしながら、分母である歳入経常一般財

源が地方消費税交付金、地方交付税及び臨時財政対策債等により全体で大幅な減額となった

ため、比率が増加することとなったものです。 

  これら指標の算定に大きなウエイトを占める普通交付税につきましては、平成２９年度も

段階的な特例措置の縮減となる中であり、より一層の行財政改革に努めてまいります。 

  次に、特別会計の決算状況でありますが、国保京丹波町病院事業会計及び水道事業会計を
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除く１３特別会計の歳入総額は５８億７，１７１万円、歳出総額は５６億８，２３７万円で、

実質収支は、１億８，２２７万円であります。 

  国保京丹波町病院事業会計につきましては、消費税を除いた収益的収支のうち、経常収益

は９億１，９３１万円、経常費用は９億５，０３６万円で、差し引き３，１０５万円の赤字、

当年度未処理欠損金は１億７，７７４万円となりました。 

  今後とも一層の経営改善に努め、繰越欠損金の縮小を目指してまいります。 

  なお、資本的収支では、収入総額６，２５２万円に対し、支出総額は、１億３４９万円と

なり、収支差額の４，０９７万円は、過年度分損益勘定留保資金で補塡したところでありま

す。 

  水道事業会計につきましては、消費税を除いた収益的収支のうち、経常収益は１４億４，

１５７万円、経常費用は１３億８，３３５万円で、差し引き５，８２１万円の黒字、また、

貸倒引当金繰入及び賞与引当金繰入を行ったことから、特別損失として８，８０４万円を計

上したもので、最終的に２，９８２万円の純損失となり、当年度未処理欠損金も同額となり

ました。 

  なお、資本的収支では、収入総額１億５，９４３万円に対し、支出総額は６億５，０３９

万円となり、収支差額の４億９，０９６万円は、開始時現預金残高１億８，４２７万円及び

当年度分損益勘定留保資金３億６６９万円で補塡したところであります。 

  以上、申し上げまして提案理由の説明とさせていただきます。 

  提案させていただきました議案は２７件であります。細部につきましては、会計管理者ま

たは所管する課長から説明をさせていただきますので、何とぞ慎重にご審議賜りまして、原

案にご賛同いただきますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（篠塚信太郎君） 補足説明を担当課長から求めます。 

  説明は日程順にお願いします。 

  長澤住民課長。 

○住民課長（長澤 誠君） それでは、諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につきまして、

補足説明を申し上げます。 

  人権擁護委員につきましては、人権擁護委員法に基づきまして、市町村長はその候補者に

ついて議会の意見を聞いて推薦を行い、法務大臣が委嘱することとなっており、その任期は

３年となっております。 

  京丹波町では、現在１１名の人権擁護委員さんにご活躍いただいているところでございま

す。 
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  今回、候補者として推薦させていただきますのは、山内津八子氏でございます。今年の１

２月３１日をもちまして任期満了となられますが、これまでの活動実績でありますとか地域

住民の信頼も厚いことなどから、引き続き人権擁護委員として再推薦いたしたく、議会のご

意見を求めるものでございます。 

  なお、山内津八子さんは、京丹波町粟野町１５番地にお住まいで、昭和２８年４月１０日

生まれの満６５歳で、現在３期目の人権擁護委員としてご活躍いただいております。 

  それでは、諮問第２号を読み上げまして、補足説明とさせていただきます。 

  諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

  下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法

律第１３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を求める。 

記 

  住所 京都府船井郡京丹波町粟野町１５番地 

  氏名 山内津八子 昭和２８年４月１０日生 

  平成３０年９月３日提出 

  京丹波町長 太田 昇 

  提案理由といたしましては、人権擁護委員の任期満了に伴い、人権擁護委員候補者を推薦

する必要があるためでございます。 

  なお、裏面に主な経歴等を記載しておりますので、ごらんいただきたいと思います。 

  ご審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 議案第６１号 京丹波町長等政治倫理条例の制定につきまして、

補足説明を申し上げます。 

  提案理由としまして、町民の信頼を確保するため、町長等の政治倫理について定めるもの

でありまして、現行では、職員等倫理条例におきまして、町長等につきましても規定をされ

ておりますが、一般的な倫理観、法令等遵守事項について規定されるにとどまっていること

から、より明確にすることで町政に対する町民の信頼に応えるとともに、町民の町政に対す

る正しい認識と自覚を喚起し、開かれた民主的な町政に寄与するために制定をするものでご

ざいます。 

  議案書をめくっていただきまして、第１条、目的でございます。 

  ここでは、自己の地位による影響力を行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な

措置を講じ、町政に対する町民の信頼に応えることとしております。ここで、定義としまし
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て、町長等とは、町長、副町長、教育長を対象としております。 

  次に、第２条には、町長等の責務を規定しております。 

  次に、第３条には、町民の責務としまして、町長等に対し政治倫理基準、次の第４条に書

かれている項目になりますけども、これに反するような働きかけを行ってはならないとして

おります。 

  今申し上げましたように、次の第４条に遵守しなければならない基準を列記いたしており

ます。 

  次のページに参りまして、第５条でございます。 

  ここでは、請負契約等に関する遵守事項を記載しております。町長等が役員をし、もしく

は実質的に経営に加わっている企業、または町長等の配偶者、もしくは町長等の二親等以内

の親族が経営する企業は、本町が行う請負契約、あるいは業務委託契約、物品売買契約の辞

退に努めなければならないと規定をしておりまして、いわゆる努力義務としているところで

ございます。 

  次に、第６条では、指定管理者に関する遵守事項としまして、指定管理者になれない場合

を規定しております。また、例外としまして、町が出資金その他これに準ずるものの２分の

１以上を出資する法人その他の団体としております。 

  次に、第７条では、町民の審査請求権としまして、町長等が政治倫理基準に違反する疑い

があると認められるときの請求することができる数としまして、選挙権を有する町民の総数

の１００分の１以上の署名をもって可能としております。 

  次に、第８条から第１６条にかけてでございますが、審査会について規定をしております。

審査会の委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱をするということとされております。 

  以上、まことに簡単ではございますが、議案第６１号 京丹波町長等政治倫理条例の制定

につきましての補足説明とさせていただきます。 

  続きまして、議案第６２号 京丹波町職員倫理条例の制定につきまして、補足説明を申し

上げます。 

  提案理由といたしましては、町民の公務に対する信頼を確保するため、職員の倫理原則を

定めるものでございます。 

  既存の条例は、理事者及び職員の職務に係る倫理の保持について規定をされているもので

ありまして、今回の町長等政治倫理条例の制定に伴い、職員につきましても新たに倫理条例

を制定し、整理するものでございます。 

  議案書をめくっていただきまして、第１条、目的では、職務の執行の公正さに対する町民



 

－１７－ 

の疑惑または不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する町民の信頼を確保す

ることとしております。 

  次に、第２条には、職員等の定義を記載しております。 

  次に、第３条では、職員が遵守すべき職務に係る倫理原則ということで、４項にわたりま

して記載をしているものでございます。 

  次に、第４条には、職員の禁止行為等として、職員が事業者等または利害関係者と接触す

る際の禁止行為等を規定しております。具体的な内容としましては、利害関係者から金銭・

物品または不動産の贈与を受けること等となっております。 

  次に、第７条関係でございます。こちらには、町民及び事業者等の責務ということで記載

をしております。町民及び事業者等は、職員の公正かつ適正な職務の遂行を支援するよう努

めなければならないこと。あるいは、職員に公正な職務の遂行を損なうこととなる行為を求

めてはならないとしております。 

  次に、第８条では、職員の報告義務等を、また、第９条では、倫理監督者を定めておりま

す。倫理監督者につきましては、総務課長がこれに当たることとしております。 

  最後に、最終ページの附則第２項でございます。 

  現行の職員倫理条例を本新規条例の施行の日の前日をもって廃止をするということとして

おります。 

  以上、まことに簡単ではございますが、議案第６２号 京丹波町職員倫理条例の制定につ

きましての補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 山内土木建築課長。 

○土木建築課長（山内和浩君） それでは、議案第６３号 京丹波町営住宅の設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。 

  町長からの提案説明にありましたとおり、特別賃貸住宅篠原団地の用途廃止をし、６戸を

除却するため所要の改正をお願いするものです。 

  特別賃貸住宅篠原団地につきましては、昭和３６年に建築された木造住宅で、３０年の耐

用年数を大幅に超過しており、また、平成２９年１０月の台風２１号によりまして、一部屋

根が壊れるなど老朽化による劣化が各所に見られるため、修繕により住居環境を整えていく

ことが困難なことから用途廃止とし、条例の管理戸数から６戸を削除するものです。入居さ

れておりました方の転居が平成３０年６月末に完了いたしましたので、平成３０年度に建物

の除却を実施する予定としております。除却後の土地利用計画等は現在ございませんが、今

後、地元とも協議しながら活用を検討してまいりたいと考えております。 
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  それでは、議案書を１枚めくっていただき、新旧対照表をごらんください。 

  新旧対照表の裏面、種別の特別賃貸住宅をごらんください。 

  下から４行目、篠原団地につきまして、下線で示すとおり、旧の６戸の項を削るものです。 

  なお、改正後の特別賃貸住宅の管理戸数は８戸となります。 

  以上、まことに簡単ではございますが、議案第６３号の補足説明とさせていただきます。

ご審議賜りましてお認めいただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 堂本教育次長。 

○教育次長（堂本光浩君） それでは、議案第６４号 京丹波町放課後児童健全育成事業の設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につきまして、補足説明

を申し上げます。 

  今回の改正につきましては、厚生労働省令の改正に伴いまして、放課後児童支援員の資格

要件の明確化と拡大を図るものでございます。 

  新旧対照表をお願いいたします。 

  主に新の欄をごらんいただきたいと思います。 

  まず、第１０条第３項第４号におきましては、教育免許状取得後に更新を受けていない場

合であっても、支援員の資格要件を満たすことを明確化するため、教職員法第４条に規定す

る免許状を有する者に改めるものでございます。 

  次に、同第５号の規定につきましては、学校教育法の一部改正によりまして、新たな高等

教育機関として専門職大学が創設されたことに伴い、支援員の資格要件を追加するものでご

ざいまして、この規定につきましては、大学の創設時期にあわせまして、平成３１年４月１

日に施行するものでございます。 

  同第１０号の規定につきましては、学歴にかかわらず補助員として５年以上の実務経験が

ある場合には支援員になることができるよう資格要件を拡大するものでございます。 

  以上、補足説明とさせていただきます。ご審議いただきご賛同賜りますようよろしくお願

いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 議案第６５号 平成３０年度京丹波町一般会計補正予算（第４

号）につきまして、補足説明を申し上げます。 

  町長の提案理由説明にもございましたが、今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算に１億

１，１２０万２，０００円を追加し、補正後の額を１２１億１，９５１万９，０００円とす

ることをお願いするものでございます。 
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  概要につきましては、先ほどの町長の提案理由の説明にありましたとおり、平成２９年度

の繰越金と本年度の普通交付税の額の確定等に加えまして、行政運営に必要となる施策等を

中心に編成をさせていただいたものでございます。 

  それでは、ページをめくっていただきまして、第１表につきましては、後ほど事項別明細

書により説明をさせていただきます。 

  ６ページの第２表の地方債の補正でございますが、内容につきましては、後ほど事項別明

細書の６ページの町債でご確認をいただきたいと思いますが、まず、合併特例事業債につき

ましては、３，９１０万円増額としております。新庁舎整備事業におきまして、建設用資材、

製材の購入と農地保全事業におきまして、ため池改修工事の補助事業としての採択が受けら

れなかったことから、地方債で対応するため充当をさせていただくものでございます。 

  次に、過疎対策事業債につきましては、１，３３０万円の減額とさせていただいておりま

す。これにつきましては、消防車両の更新事業におきまして、本年３台の消防車両を購入予

定でありましたが、国からの対応車両１台と国庫補助事業の採択によりまして、充当予定の

地方債を減額するものでございます。 

  次に、臨時財政対策債につきましては、４５０万円を減額させていただいております。平

成３０年度分が確定いたしましたので、その額まで減額とさせていただいたところでござい

ます。 

  合計では、２，１３０万円の増額となりまして、補正後の発行額は１４億６，１７０万円

とさせていただいております。このうち交付税の算入でございますが、約７８％の１１億４，

３２０万円余りが交付税算入をいただける地方債となっているところでございます。 

  次に、補正予算の重立った項目について説明をさせていただきます。 

  事項別明細書の７ページをお願いいたします。 

  まず、歳出からでございます。 

  人件費関係につきましては、各費目を通じまして、４月の人事異動に伴いまして精査を行

っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

  また、２款、総務費、１目、一般管理費の事業項目の人件費におきまして、このうち時間

外手当につきまして６００万円を計上いたしております。これにつきましては、休日勤務に

おけます未支給分につきまして計上をしたものでありまして、休日に勤務をする場合は、同

一週内に振替日を指定することを原則としておりますが、同一週内に週休日の振りかえが取

れなかった場合には、その週の勤務時間が３８時間４５分、これは１日７時間４５分の５日

分でございますが、これを超えることとなりまして、超える場合には、超えた時間につきま
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して休日勤務の時間外、割り増し分の１００分の３５の時間外手当を支給するものでござい

ます。対象職員は１８８人でございまして、労基法に基づきまして２年遡及し適用をするも

のでございます。 

  同じく７ページで、２目、一般管理費の番号制度導入事業では、８ページの１９節、負担

金補助及び交付金で、個人番号カード交付事務負担金・Ｊ－ＬＩＳ番号制度交付金２３７万

３，０００円とシステム改修負担金５８万３，０００円を計上しております。 

  同じく８ページ、５目、財産管理費の財政調整基金積立事業では、地方財政法第７条に基

づきます積立金ということで、前年度繰越金の２分の１以上の積み立てを必要としておりま

して、決算額の２分の１ということで３，１００万円を計上いたしております。 

  同じく新庁舎整備事業では、１６節、工事用原材料費としまして３，３８０万円を計上い

たしております。新庁舎建設に必要となります木材、加工材を町内の木材製造事業者から購

入をするものでございまして、町内産材の単年度での全量調達が難しいことから、調達可能

な量につきまして事前に確保をするものでございます。 

  次に、９ページ、１１目、地域振興事業費の自治振興補助金事業では、１９節、負担金補

助及び交付金で６月末までに申請のありました１３団体、１２事業に対します自治振興補助

金として、５２０万２，０００円を計上しております。 

  事業内容としましては、公民館の屋根改修等が４件、バリアフリー化が１件、空調設備設

置が５件、複写機購入が２件となっております。補助率につきましては２分の１となってお

ります。 

  次に、１１ページ、３款の民生費、１目、社会福祉総務費の福祉人材確保対策事業では、

町内の福祉施設等における介護に従事する人材の育成と確保を図り、施設入所者や福祉サー

ビス利用者の処遇向上を図ることを目的として、介護福祉士資格取得講習等受講料等助成金

に６万７，０００円、社会福祉法人等介護人材確保支援事業助成金に５４万３，０００円を

計上しております。いずれも補助金申請見込み額から算出し、不足分を今回予算計上をした

ものでございます。 

  次に、１２ページ、３目、障害者福祉費、障害者福祉一般経費では、平成２８年度障害者

医療費、更生医療、育成医療、療養型医療分として、交付決定のありました国庫負担金につ

き実績に基づき返還をするものでございまして、国府支出金等返還金として２６０万３，０

００円を計上をしております。 

  次に、１４ページ、６款、農林水産業費、３目、農業振興費の農業次世代人材投資事業で

は、収入の不安定な就農の初期段階の青年就農者に対し資金を交付し、経営力の向上を図る
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ものでございまして、新規就農者４名に対しまして４５０万円を計上いたしております。 

  同じく農村型小規模多機能自治推進事業では、過疎高齢化が進む中で、小規模農家を含め

た農村を守る地域活動を強化するため、地域外の人材の活用を含めた地域の基盤づくりから

地域支援を生かした「なりわい」づくり、あるいは企業と提携したビジネスへの発展までを

支援し、トータルマネジメントを行う農山村コミュニティ組織を形成するもので、今回の予

算に関しましては、竹野活性化委員会における若竹センターの屋根改修と広野大簾活性化委

員会におけます黒大豆加工による商品開発に対しまして、４２０万円の計上をしたところで

ございます。 

  次に、５目、農地費の農地保全事業では、農林漁業事業補助金としまして６団体が実施し

ます頭首工、水路、農道等の改修事業に３３０万９，０００円を計上いたしております。 

  次に、１６ページの２目、林業振興費の公有林整備事業では、林業振興と新庁舎建設に係

ります木材調達を主な目的としまして、町有林の主伐を行うものでございまして、１，７８

７万７，０００円を計上いたしております。 

  次に、１７ページの９款、消防費、３目、消防施設費の消防車両更新事業では、導入予定

台数の３台のうち１台につきまして国からの貸与備品となったことから、事業費として８６

１万７，０００円を減額するものでございます。 

  次に、１８ページ、１０款、教育費、２目、事務局費では、瑞穂ののびのび２組の屋根改

修工事に１５７万５，０００円を計上いたしております。 

  次に、２１ページ、１０款、教育費、１目、保健体育総務費の地域おこし協力隊設置事業

では、ホッケー競技の普及と和知地区を中心とした景観を生かしたスポーツ観光の推進を図

り、経済効果等の地域活性化に寄与する取り組みを推進するために、地域おこし協力隊を設

置するものでございまして、その経費として１８５万１，０００円を計上いたしております。 

  戻っていただきまして、３ページをお願いいたします。 

  歳入でございます。 

  初めに、普通交付税でございますが、今回、１億１，１２５万２，０００円を増額いたし

ております。 

  当初予算におきましては、４１億９，０００万円余りを見込んでおりまして、留保財源は

ほとんど見込まず予算計上をしておりましたが、算定後の普通交付税額は当初見込みに比べ

まして２．６％の増、交付額は４２億９，１２５万２，０００円となったところでございま

す。 

  なお、平成２９年度実績と比較しますと７，４１２万９，０００円の減、臨時財政対策債
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を加えた実質的な交付税では、８，２９６万６，０００円の減となっているところでござい

ます。 

  主な要因としましては、基準財政需要額のうち個別算定経費におきましては、社会福祉費

や保健衛生費の増加等によりまして、合計で９，０８６万円余りの増加となっております。 

  そのほか各種の特定財源につきましては、歳出の補正にあわせまして精査を行っておりま

す。 

  １４款、国庫支出金、１目、総務費国庫補助金では、総務費補助金としまして３５５万円

を計上いたしております。歳出で説明を申し上げました個人番号カード交付事務に要します

経費に充当する財源となるものでございます。 

  次に、４ページ、１５款、府支出金の９目、消防費府補助金では、地域防災力総合支援事

業補助金としまして４７３万９，０００円を計上いたしております。導入予定であります消

防車両、小型動力ポンプ付積載車２台のうち１台につきまして補助事業が採択をされたもの

でございまして、今回、予算計上をさせていただくものでございまして、補助率が２分の１

となってございます。 

  次に、５ページ、１６款、財産収入、１目、不動産売払収入では、立木売払収入としまし

て、町有林の主伐に伴います原木の売り払い金額として１，６４３万円を計上いたしており

ます。 

  次に、６ページの１９款、繰越金でございます。額が確定しましたので１，１７０万２，

０００円を計上いたしております。 

  ２１款、町債でありますが、先ほど地方債補正で説明しました新庁舎整備事業におけます

建設用の資材、製材の購入と農地保全事業におけるため池改修工事への財源として合併特例

債の増額、消防車両更新に伴う補助金事業採択等によりまして過疎対策事業債の減額、また、

臨時財政対策債の額の確定に伴います減額などで、合計２，１３０万円の増額としておりま

す。 

  １ページめくっていただきまして、５ページの１８款、繰入金、２目、財政調整基金繰入

金では、新規事業などの財政需要と繰越金、普通交付税などの財源調整で繰入額の減額を行

っております。 

  以上、議案第６５号 平成３０年度京丹波町一般会計補正予算（第４号）の説明とさせて

いただきます。よろしくお願いします。 

○議長（篠塚信太郎君） 長澤住民課長。 

○住民課長（長澤 誠君） それでは、議案第６６号 平成３０年度京丹波町国民健康保険事
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業特別会計補正予算（第１号）について、補足説明を申し上げます。 

  今回の補正は、補正前の予算の総額に歳入歳出それぞれ１億９０万１，０００円を追加し、

補正後の額を１９億４，６９０万１，０００円とするものでございます。 

  歳入では、主に国庫負担金の追加交付及び前年度繰越金が確定したことなどを中心に予算

措置をお願いするものでございます。 

  それでは、主なものにつきまして、歳入からご説明をさせていただきます。 

  事項別明細書３ページをお願いいたします。 

  最初に、５款、繰入金、１項、他会計繰入金につきましては、一般会計から事務費に係る

経費として繰入基準に基づき繰り入れするもので、職員給与費分といたしまして１７万３，

０００円を、制度改正に伴うシステム改修経費分として２７万円の合計４４万３，０００円

を増額させていただくものでございます。 

  同じく２項、基金繰入金につきましては、前年度繰越金の増額により積み立てが見込める

ため、財政調整基金からの繰入金６１万８，０００円を全額減額するものでございます。 

  ６款、繰越金は、当初予算編成時点におきまして、基金繰り入れが必要で繰越金は発生し

ないものとしておりましたが、平成２９年度予算と比較いたしまして、歳入では、国庫支出

金また府支出金が伸びたこと。歳出では、前年度後半の医療費の減少による保険給付費や予

備費に不用額が生じたことなどから、前年度からの繰越金として１億８２万１，０００円を

追加させていただくものでございます。 

  また、７款、諸収入、２項、雑入は、追加交付が見込めないため減額、及び特定健康診査

等負担金は、交付申請時に比べ実績実施人数が増加したことによる追加交付として２５万７，

０００円を計上し、合計２５万５，０００円を補正計上させていただくものでございます。 

  続いて、４ページ、歳出をお願いいたします。 

  １款、総務費、１目、一般管理費では、歳入でもご説明させていただきましたように、国

保運営事務におきまして、平成３０年度から国保制度改正に伴い事業報告システム、いわゆ

る国保ラインに係ります改修委託経費２７万円と保健師１名と事務職員１名に係ります人件

費の精査により、１７万３，０００円を計上するものでございます。 

  次の６款、基金積立金、財政調整基金積立金につきましては、前年度繰越金が多額となっ

たことから収支バランスを図るため、利子分も含め７，３６２万４，０００円を積み立てす

るものでございます。 

  なお、今回の補正を含めまして基金の見込み残高は３億６１８万６，０００円となる見込

みでございます。 
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  次に、８款、諸支出金の療養給付費等負担金償還金につきましては、国庫負担金において、

交付申請時の見込みより医療費が減少したことや交付率の変更により見込み額以上の交付を

受けていたことから、合計２，４４６万７，０００円を返還するものでございます。また、

療養給付費等交付金償還金につきましては、退職被保険者の医療給付費に係るものでござい

ますが、当初交付額の算定時点よりも交付金の対象となる拠出額、いわゆる医療費等でござ

いますが、減額となったことから、合計２５６万２，０００円を返還するものでございます。 

  最終ページ、５ページの特定健康診査等負担金償還金におきましては、歳入の雑入の項目

でもご説明いたしましたが、追加交付となったため、当初予算計上額の１万円を全額減額さ

せていただくものでございます。 

  以上、議案第６６号 平成３０年度京丹波町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）の補足説明とさせていただきます。ご審議いただきますようよろしくお願いいたします。 

  続きまして、議案第６７号 平成３０年度京丹波町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）につきまして、補足説明を申し上げます。 

  今回の補正は、補正前の予算の総額に歳入歳出それぞれ７２万円を追加し、補正後の額を

２億３，４９４万５，０００円とさせていただくものでございます。 

  それでは、歳入からご説明させていただきます。 

  事項別明細書３ページをお願いいたします。 

  最初に、５款、繰越金につきましては、平成２９年度からの繰越金が確定しましたので、

７２万円を追加させていただくものでございます。 

  続いて、４ページの歳出については、歳入の繰越金の計上に伴いまして、平成２９年度出

納整理期間内に収納いたしました保険料について、２款、後期高齢者医療広域連合納付金の

過年度保険料分といたしまして、７２万円を追加させていただくものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、議案第６７号 平成３０年度京丹波町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第１号）の補足説明とさせていただきます。ご審議賜りますようよろしくお

願いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 大西保健福祉課長。 

○保健福祉課長（大西義弘君） それでは、議案第６８号 平成３０年度京丹波町介護保険事

業特別会計補正予算（第１号）の事業勘定分につきまして、補足説明を申し上げます。 

  今回の補正は、事業勘定におきまして、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ７，２４５万

９，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を２２億２，１３０万９，０００円とさせてい

ただくものでございます。 
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  それでは、歳入から説明をさせていただきます。 

  事項別明細書の３ページをお願いをいたします。 

  ３款、国庫支出金、４款、支払基金交付金、５款、府支出金につきまして、平成２９年度

の地域支援事業の額の確定に伴い、それぞれ追加交付分を計上させていただいております。 

  続きまして、８款、繰越金につきましては、前年度繰越金の確定により６，８９５万３，

０００円を追加させていただくものでございます。 

  続きまして、４ページをお願いいたします。 

  歳出では、３款、地域支援事業費、２項、介護予防・生活支援サービス事業費、１目、介

護予防・生活支援サービス事業費におきまして、町の直営で実施しております通所型サービ

スＡ事業の月１の会と通所型サービスＣ事業のすこやか体操教室で、両方の事業を兼ねます

臨時雇用職員１名の増員に係ります臨時雇用賃金として９８万２，０００円と社会保険料２

５万５，０００円を追加させていただいております。 

  また、委託料につきましては、通所型サービスＡ事業において、本年度前半の利用状況等

から１１０万４，０００円を減額、さらに実施会場の見直しに伴い施設使用料を１３万３，

０００円減額させていただくものでございます。 

  続きまして、４款、基金積立金では、先ほど歳入で説明をさせていただきました国・府・

支払基金からの過年度分の地域支援事業に係ります追加交付分と、前年度繰越金のうち、平

成２９年度分の介護給付費の確定に伴う国・府・支払基金への返還すべき額などを差し引い

た残額の合計額２，８８９万１，０００円を追加させていただき、収支の均衡を図ることと

しております。 

  なお、補正後の予算ベースで平成３０年度末基金残高は、１億６，６６５万２，０００円

を見込んでおります。 

  続きまして、６款、諸支出金、１項、償還金及び還付加算金、１目、第１号被保険者保険

料還付金につきましては、過年度分の所得更正や死亡等に伴う還付額が多額となり不足が見

込まれるため、４４万９，０００円を追加させていただくものでございます。 

  ２目、償還金では、平成２９年度の介護給付費負担金等の確定に伴い、国・府・支払基金

への返還金として４，３１１万９，０００円を計上させていただいております。 

  以上、簡単ではございますが、議案第６８号の補足説明とさせていただきます。ご審議賜

りますようよろしくお願いをいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 十倉上下水道課長。 

○上下水道課長（十倉隆英君） それでは、議案第６９号 平成３０年度京丹波町下水道事業
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特別会計補正予算（第１号）につきまして、補足説明をさせていただきます。 

  今回の補正予算（第１号）につきましては、既定の歳入歳出予算額９億６，４００万円を

２２０万円増額し、補正後の額を９億６，６２０万円とすることをお願いするものでござい

ます。 

  先ほどの町長の説明にもありましたとおり、人事異動に伴います人件費の精査や繰越額の

確定により補正をお願いするものでございます。 

  それでは、ページをめくっていただきまして、事項別明細書の３ページをお願いいたしま

す。 

  歳入について説明をさせていただきます。 

  １款、１項、１目、下水道事業費分担金につきましては、過年度分として平成２９年度加

入申込者１件分を新規に計上しております。 

  ５款、１項、１目、繰入金につきましては、歳出予算の増額に伴い、それぞれ農業集落排

水事業分を１０９万９，０００円増額、特定環境保全公共下水道事業分を６７万５，０００

円増額、浄化槽市町村整備推進事業分を１９万２，０００円増額することとし、合わせて１

９６万６，０００円を増額としております。 

  ６款、１項、１目、繰越金につきましては、平成２９年度決算により、前年度繰越額が確

定したことにより、１２万６，０００円を増額としております。 

  次に、歳出について説明をさせていただきます。 

  ４ページをお願いいたします。 

  １款、１項、１目、一般管理費においては、人事異動に伴い給料、職員手当等を精査し、

人件費について２２０万円の増額としております。 

  ２款、２項、２目、公共下水道施設管理費においては補正額はございませんが、特定財源

の増額補正により財源振替を行ったものでございます。 

  以上、議案第６９号の補足説明とさせていただきます。 

  続きまして、議案第７０号 平成３０年度京丹波町水道事業会計補正予算（第１号）につ

きまして、補足説明を申し上げます。 

  まず、第２条の業務の予定量からですが、平成２９年度の数値が確定したことにより、当

初の予定量から給水件数は４９件減少の６，８２０件とし、年間総給水量は４，７４５立方

メートル減少の２７９万８，４５５立方メートルとし、１日平均給水量は１３立方メートル

減少の７，６６７立方メートルとしております。 

  次に、第３条の収益的収入及び支出の補正につきましては、収入補正額を４４０万円増額
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とし、補正後の予算額を１４億６，１７０万円とするものです。支出では、補正額を４５７

万円増額とし、補正後の予算額を１４億５，９３０万円とするものです。 

  第４条につきましては、当初の予算書第１０条において、他会計からの補助金について規

定をしておりますので、その条文中の５億７，３１３万円を５億７，７５３万円に改めるこ

とをお願いするものでございます。 

  次に、補正内容についてですが、補正予算に関する説明書９ページをお願いいたします。 

  収益的収入における２項、営業外収益、２目、他会計補助金について、平成３０年度の繰

入基準に基づき修正を行うこととし、基準内繰入額を２５１万５，０００円増額し、また、

水道事業費用及び資本的収支における現金収支のバランスを取るため、基準外繰り入れによ

る不足額の調整を行うこととし、基準外繰入額を１８８万５，０００円増額とし、合わせて

４４０万円の増額としてお願いするものでございます。 

  １１ページの収益的支出では、１項、営業費用、４目、総係費について、人事異動に伴い

ます人件費などを２９６万７，０００円増額し、備消品費については、非常用給水袋の追加

購入を行うため１１０万３，０００円の増額とするものです。 

  １３ページの２項、営業外費用、３目、雑支出について、過年度還付金見込み額の修正が

必要となりましたので、５０万円の増額計上としております。 

  以上、簡単ではございますが、議案第７０号の補足説明とさせていただきます。ご審議い

ただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） ここで、暫時休憩します。１０時４５分までとします。 

休憩 午前１０時２７分 

再開 午前１０時４５分 

○議長（篠塚信太郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  太田町長。 

○町長（太田 昇君） 先ほどの提案理由説明の中でありますが、１２ページの平成２９年度

決算認定のうち譲与税交付金関係におきまして、地方交付税の増額を特別交付税と申し上げ

ましたが、正しくは普通交付税の誤りでございました。おわびして訂正を申し上げます。 

○議長（篠塚信太郎君） 久木会計管理者。 

○会計管理者（久木寿一君） 失礼いたします。 

  認定第１号 平成２９年度京丹波町一般会計歳入歳出決算の認定についてから認定第１５

号 平成２９年度国保京丹波町病院事業会計決算の認定についてまで、それぞれ決算書に沿

いまして主なものについて補足説明を申し上げます。 
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  説明が長時間に及びますのと町長の提案理由説明の内容と一部重複するところがあります

ので、ご了承ください。 

  なお、認定第１６号 平成２９年度京丹波町水道事業会計決算の認定についてにつきまし

ては、水道事業の企業出納員である上下水道課長からの説明となります。 

  それでは、初めに、認定第１号 平成２９年度京丹波町一般会計歳入歳出決算です。 

  １ページ、実質収支に関する調書をお開きください。 

  平成２９年度一般会計決算額は、歳入総額１１０億４，３４０万８，０４８円で前年度に

比べ３．７％の減、歳出総額１０８億４，０５４万９，７８８円で前年度に比べ１．２％の

減となりました。歳入歳出差引額は２億２８５万８，２６０円で、翌年度へ繰り越すべき財

源１億４，１１５万６，０００円を差し引いた実質収支額は、６，１７０万２，２６０円と

なりました。 

  なお、平成２９年度の実質収支から平成２８年度の実質収支を差し引いた単年度収支はマ

イナス１億８，１１６万３，９５５円となりました。 

  １４ページ、事項別明細書をお願いいたします。 

  １款、町税は、１７億２，３４８万１，２８９円で前年度に比べ２．４％の増となりまし

た。町税のうち町民税は、６億１，８１４万３，９８０円で前年度に比べ０．３％の減。法

人町民税の減少が影響したものでございます。固定資産税は、９億６，０３３万７，１２９

円で前年度に比べ５．３％の増。特に、償却資産では、企業等による設備投資や課税対象と

なる太陽光発電設備の増加などにより、前年度に比べ３，９２２万１，９２６円増加いたし

ました。軽自動車税は、５，８４６万３，５３３円で前年度に比べ２．４％の増。 

  １６ページ、町たばこ税は、８，６５３万６，６４７円で前年度に比べ６．９％の減とな

りました。 

  １５ページ上段に戻っていただきまして、町税の収入未済額は、７，１３０万８，９５２

円で前年度に比べ１，４６２万７１８円の減。不納欠損額は、４５７万８，４６３円で前年

度に比べ７５０万５，８５６円の減。町民税２８人、固定資産税６０人、軽自動車税３６人

について、地方税法に基づき処理いたしました。町税全体の徴収率は、９５．８％で平成２

８年度より１．３ポイント上がりました。現年課税分は９９．０％でございました。 

  ２款、地方譲与税は、９，２９４万５，０００円で前年度に比べ３．４％の増。 

  ３款、利子割交付金は、２８０万４，０００円で前年度に比べ２２．４％の増。 

  ４款、配当割交付金は、１，０４１万５，０００円で前年度に比べ３９．５％の増。 

  ５款、株式等譲渡所得割交付金は、１，０２６万９，０００円で前年度に比べ１２８．
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３％、約２．３倍の増となりました。 

  １８ページ、６款、地方消費税交付金は、２億４，５４０万５，０００円で前年度に比べ

５．９％の減。 

  ７款、ゴルフ場利用税交付金は、６，８０１万６，９００円で前年度に比べ０．３％の増。 

  ８款、自動車取得税交付金は、３，６８５万８，０００円で前年度に比べ２７．１％の増。 

  ９款、地方特例交付金は、３９８万５，０００円で前年度に比べ３．９％の増となりまし

た。 

  ２０ページ、１０款、地方交付税は、４９億６，８９５万７，０００円、そのうち普通交

付税は４３億６，５３８万１，０００円で前年度に比べ６．２％の減。特別交付税は、６億

３５７万６，０００円で前年度に比べ０．４％の増となりました。 

  １１款、交通安全対策特別交付金は、２６３万４，０００円で前年度に比べ１５．２％の

減となりました。 

  １２款、分担金及び負担金は、２，３８８万３，６０４円で前年度に比べ４２．８％の増。

１項、分担金は、１，０４２万１，９９８円、１目、農林水産業費分担金で、有害鳥獣被害

防止施設を設置する農地耕作条件改善事業の受益者分担金７６５万７，９９８円の収入があ

り、大幅に増加いたしました。２項、負担金は、１，３４６万１，６０６円でございます。 

  ２４ページ、１３款、使用料及び手数料は、３億４，６５１万４，４３８円で前年度に比

べ２．０％の減。１項、使用料では、１目、総務使用料で、平成２９年度に供用開始した和

知第二小学校跡地の多目的広場使用料４１万１，２９０円。 

  ２６ページ、４目の商工使用料で、京丹波味夢の里施設使用料３，０３３万９３１円など

を収入しました。 

  ３２ページ、１４款、国庫支出金は、６億２，８３４万２，８００円で前年度に比べ８．

７％の減となりました。２項、国庫補助金では、１目、総務費国庫補助金で３７ページ上段

の地方創生推進交付金２，３９７万８，０００円、地方創生拠点整備交付金２，７７５万円、

２目、民生費国庫補助金で、経済対策臨時福祉給付事業費補助金５，５７５万５，０００円

などの収入がありました。３項、国庫委託金、３目、商工費国庫委託金で４５ページですが、

上段の地域の人事部戦略策定事業委託金１，１１２万８，０６８円の収入がありました。こ

れは総務省の公募型委託事業で、京丹波町を初め全国７市町が採択され、本町では、映画ロ

ケ地誘致の体制づくりとして、地域の人材育成と活動への取り組みに対し交付を受けたもの

でございます。 

  ４４ページからの１５款、府支出金は、８億６，４０８万４，７０４円で前年度に比べ１
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２．９％の増となりました。２項、府補助金では、６１ページに飛びますけども、上段です。

４目、農林水産業費府補助金、いずれも府の補助制度を活用した事業であります。畜産・酪

農農家の経営強化を図るための畜産競争力強化整備事業補助金２，５８２万８，０００円。

農業生産販売等の施設整備や有害鳥獣被害防止施設の整備に対する中山間地域所得向上支援

対策事業補助金５，００６万２，０００円の収入がありました。 

  ７０ページに飛びまして、１６款、財産収入は、９，８３９万４，８３４円で前年度に比

べ１２．５％の減。減少の主な理由は、平成２８年度は、南丹・京丹波地区土地開発公社清

算に係る残余財産分配金１，０８９万５，０９５円があったことによるものでございます。 

  ７４ページ、１７款、寄附金は、２，０８４万１，０００円で前年度に比べ３．５％の減。

内訳は、一般寄附金１１５万円、ふるさと応援寄附金１，７９９万６，０００円、防火水槽

整備工事に係る消防施設整備事業寄附金１６９万５，０００円でございました。 

  ７６ページ、１８款、繰入金は、２億９，５７８万６，０４７円で前年度に比べ約２．７

倍、１億８，６４７万７，１３７円の増。平成２９年度は、７８ページになりますが、地方

債繰り上げ償還のための減債基金繰入金９，１６０万１，０００円と財政調整基金繰入金１

億６，０００万円により大幅な増加となりました。 

  １９款、繰越金は、平成２９年度繰越事業財源分の２億５，１７０万１，０００円を含め

まして、４億９，４５６万７，２１５円で前年度に比べ３．５％の減となりました。 

  ２０款、諸収入は、１億８，６５２万３，２１７円で前年度に比べ１億１，９６３万１，

４０９円、３９．１％の減。この大幅な減少の主な理由は、平成２８年度は、旧和知第二小

学校屋内多目的グラウンド建築工事に係る地域スポーツ施設整備助成金と地域熱供給システ

ム整備に係る二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金があったことによるものでございます。

また、平成２９年度から小中学校通学バス個人負担金の廃止に伴い、その収入はなくなりま

した。 

  歳入の最後、飛びまして９６ページになります。 

  ２１款、町債です。総額９億１，８７０万円、前年度に比べ２億６，２５０万円、２２．

２％の減となりました。平成２９年度は、庁舎建設事業債や水道事業一般会計出資債、ロケ

地環境整備事業債など新たな借り入れがありましたが、平成２８年度には、旧和知第二小学

校屋内多目的グラウンド建築工事に係る地域交流等拠点整備事業債、地域熱供給システム整

備工事に係る地域資源活用推進事業債、小学校空調施設整備工事に係る小学校施設整備事業

債など１億円台の借り入れがあったため、大幅な減少となりました。 

  以上、一般会計歳入の説明といたします。 
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  続きまして、歳出でございます。 

  主なものについて支出済み額を中心に説明いたします。 

  以降、同様に予算額、不用額等は割愛させていただきます。 

  また、各会計における人件費の状況は、別冊の事業報告書に掲載しておりますので、費目

ごとの説明は省略させていただきます。 

  まず、１０２ページ、１款、議会費は、９，７６７万１，２３０円で前年度に比べ３５万

７，１９３円、０．４％の減となりました。 

  １０４ページ、２款、総務費は、１３億６，４７９万３，１０７円で前年度に比べ４億８，

４８５万１，７０３円、２６．２％の減。平成２８年度には、これも同じですが、旧和知第

二小学校跡地の整備工事、それから地域熱供給システム整備工事があったため、大幅な減少

となりました。平成３０年度への繰越額は１億２，３２７万５，０００円となっております。 

  総務費の主なものにつきましては、１項、総務管理費、１目、一般管理費では、１１１ペ

ージ、積立金で、平成２９年度に寄附を受けたふるさと応援寄附金１，０６５件、１，７９

９万６，０００円も利子分を加えた１，８０１万３，０００円をふるさと応援寄附金基金に

積み立てました。 

  １１２ページからの５目、財産管理費では、まず、新庁舎整備事業関連です。１１５ペー

ジ、委託料で、ビジョンダンマークなどの建物解体工事設計業務や新庁舎建設設計業務を初

め現況測量など、新庁舎建設に係る業務委託料３，２８５万８，０８０円、工事請負費で町

有施設解体撤去等工事の前払い金２，８９４万円を支出、新庁舎建設に向けて取り組みが本

格化いたしました。 

  末尾からの積立金では、財政調整基金積立金１億２，３１２万８，０００円など各種基金

に合計１億４，２０９万９，０００円を積み立てました。 

  ６目、企画費では、１１９ページ上段になりますが、負担金補助及び交付金で、京丹波町

で唯一の高校である須知高校のさらなる活性化と生徒の学力向上、進路保障などを目的とし

た須知高校振興対策交付金１０２万９，０００円を交付しました。 

  ９目、諸費では、１２３ページ、委託料で、和知駅からの乗車券販売業務など和知駅振興

委託料２７０万円。指定管理制度によるグリーンランドみずほ管理運営委託料２，０００万

円などを支出。工事請負費で、グリーンランドみずほのテニスコート人工芝改修工事など、

施設等改修工事に１，３３９万８１２円。和知駅再生プロジェクト事業の２年目として、待

合や喫茶スペースの改修など和知駅舎改修工事に１６２万７，０８０円を支出しました。 

  １２５ページ、最上段の負担金補助及び交付金で、街灯（防犯灯）のＬＥＤ化などに街灯
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設置補助金３８５万６，０００円を交付、５１地区、６００カ所の整備が図られました。 

  １０目、交通対策費では、報償費で、高齢者運転免許証自主返納等支援制度により、交付

した路線バス利用券の利用額として、バス事業者に支払う運転免許証自主返納奨励金４万６，

３００円。須知高校への通学を対象とした町営バス利用促進補助金１１２件、１１７万５，

２５０円を支出。町営バス運行事業特別会計へは７，８００万円を繰り出しました。 

  １１目、地域振興事業費では、１２７ページ、負担金補助及び交付金で、集落公民館の改

修、複写機購入など８つの区に対し自治振興補助金２３５万円を交付。 

  １２目、電算管理費では、１２９ページ、委託料で、保守管理委託料１，９６４万６，９

１６円のほか、情報セキュリティ対策について、基本的事項を定めるセキュリティポリシー

の改定支援等業務委託料２２５万７，２００円などを支出しました。 

  １３目、生涯学習推進費では、１３１ページ、委託料で、人権啓発映画会と男女共同参画

推進講座の開催等に８６万１，１００円。負担金補助及び交付金で、京丹波町国際交流協会

補助金３００万円を支出。人権啓発や国際交流の推進に取り組みました。 

  １４目、地域資源活用推進費では、１３３ページ、委託料で、バイオマス産業都市として、

バイオマスの活用に向けた調査に調査分析業務等委託料１，３６９万７，６４０円を支出し

ました。 

  ２項、徴税費、１目、税務総務費では、１３７ページ最上段の償還金利子及び割引料で、

過誤納金返還金４４７万６９９円を支出。前年度に比べ３２２万９，９５７円の大きな減少

となりました。 

  ２目、賦課徴収費では、委託料で、平成３０年度固定資産税の評価替えに向けた３カ年に

わたる固定資産宅地評価見直し業務の最終年として委託料７０１万２，４４０円。負担金補

助及び交付金で、京都地方税機構負担金１，２６５万２，９１９円を支出しました。 

  １３８ページからの４項、選挙費では、１４０ページ以降、選挙費の執行経費として、３

目、町長選挙費１，２５８万６７８円。４目、町議会議員選挙費４５２万２，２９２円。５

目、衆議院議員総選挙費１，３９０万４，５５０円などを支出しました。 

  次に、１４６ページ、３款、民生費は、２３億６，９８９万６，０４２円で前年度に比べ

４，０７２万９，９５１円、１．７％の減となりました。 

  １項、社会福祉費、１目、社会福祉総務費では、１５１ページ、負担金補助及び交付金で、

民生児童委員活動補助金１，０１９万８，３３６円。社会福祉協議会専任職員等補助金４，

８９３万４，８００円など各種補助金のほか、経済対策臨時福祉給付金として３，７１７人

に５，５７５万５，０００円を支給しました。また、町内事業者の介護人材の確保等を支援
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するため、福祉人材確保対策事業を創設。介護福祉士資格取得講習等受講料等助成金６１万

円。社会福祉法人等介護人材確保支援事業助成金１４０万４，０００円をそれぞれ支出しま

した。繰出金では、国民健康保険事業特別会計へ１億６，３８０万９，４０７円を繰り出し

ました。 

  １５２ページ、３目、障害者福祉では、委託料で、共同作業所運営委託料２，５８５万２，

０００円。相談支援事業委託料５３０万円。日中一次支援事業委託料１，１２３万５，６２

４円を初め、障害者の地域生活をサポートする各種事業の委託料など、合計６，７３３万５，

７５０円を支出。 

  １５７ページ、扶助費では、障害者自立支援給付費や医療給付費など、合計４億７，２１

９万１９円を支出しました。 

  ４目、老人福祉費では、１５９ページ上段、委託料で、延べ３，３８７人、１万２，５０

３回の利用があった在宅高齢者の生活を支援する外出支援サービス事業委託料１，１６３万

６，５２０円。延べ１，３９４人、２万６，１３０食の利用があった食の自立支援サービス

事業委託料１，３５８万７，６００円など、合計２，６１１万５，３０１円を支出。 

  負担金補助及び交付金では、後期高齢者医療広域連合に対し、後期高齢共通経費負担金６

１８万１，２７７円と、後期高齢医療給付費負担金２億７７５万９，７９８円を支出したほ

か、介護施設等整備補助金として、特別養護老人ホームの改修に対し２，９８０万８，００

０円を交付しました。 

  １６１ページ上段、繰出金では、合計４億４６１万６，９４３円を支出。そのうち介護保

険事業特別会計の事業勘定と老人保健施設サービス勘定へ３億３，１４１万３，５９６円。

後期高齢者医療特別会計へ事務費分、保険基盤安定分、保健事業分合わせて７，３２０万３，

３４７円を繰り出しました。 

  ２項、児童福祉費は、総額５億８，３７０万６，８１８円を支出しました。主なものは、

１目、児童福祉総務費、１６３ページ上段、報償費の４９人の出産に対するすこやか祝金５

２０万円。委託料のファミリー・サポート・センター事業委託料５００万円。 

  １６５ページ上段、負担金補助及び交付金の子育て世帯住宅リフォーム支援事業補助金３

件、２２９万９，０００円などでございます。 

  扶助費では、３つの制度により出生から１８歳までの医療を助成するすこやか子育て医療

給付費１，８５２万６，０７７円。京都子育て医療給付費８３９万４，４４９円。高校生等

医療給付費２４２万４，２６８円のほか、前後しますが、児童手当１億６，０４３万円。障

害児通所給付費等扶助費１，３８８万６，７１１円など、合計２億４２０万１，６４５円を
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給付しました。 

  ３目、保育所費では、保育所運営に要する経費として、総額３億４，１２１万２，１４４

円を支出しました。 

  １７０ページ、３項、災害救助費では、建物火災４件に対し災害見舞金として、合計４０

万円を支給いたしました。 

  次に、４款、衛生費は、１５億８，７１０万６，６５６円で前年度に比べ２，０３３万８，

１８２円、１．３％の増となりました。 

  １項、保健衛生費では、特定健診を初めとする各種健診、健康相談事業、各種予防接種事

業に係る経費などに総額６億６，３２８万８，００２円の支出。各種健診等に係る委託料と

しては、１７５ページ、２目、保健事業費の検査検診委託料５，９３１万３，９６１円。特

定健診委託料１，２８３万６，０８１円。１７７ページ、３目、予防費の予防接種業務委託

料２，８４１万２，１８０円などを支出しました。 

  ４目、環境衛生費では、１７９ページ、負担金補助及び交付金で、国庫補助対象となった

個人設置の浄化槽１３基に対する設置補助金４５６万２，０００円。住宅用太陽光発電シス

テム設置補助金１２件、１３９万７，０００円。さらに、太陽光発電システムと蓄電設備を

同時に設置する経費に対する補助制度、家庭向け自立型再生可能エネルギー導入補助金を５

件、１５１万６，０００円交付しました。下水道事業特別会計への繰出金は浄化槽市町村整

備推進事業分４，９７４万６，０００円でございました。 

  ５目、診療所費では、医師や医療技術員等の確保のため、医師住宅建築を進めており、平

成２９年度は実施設計を行いました。１８１ページ、実施設計業務と設計支援業務に係る委

託料合わせて７２６万１，９２０円を支出しました。負担金補助及び交付金で、医療施設の

運営に係る経費として、南丹病院組合負担金１，３７５万４，０００円。病院と各診療所の

運営に係る病院事業会計運営補助金２億５，０５０万円を支出。また、病院と診療所各施設

に係る企業債利子償還金の補助金９０６万５，７５１円と企業債元金償還金の出資金６，１

７１万３，６１５円を支出しました。 

  前後しますが、貸付金では、医師確保奨学金貸与事業として、医師を志す学生１人に対し

１８０万円を貸与しました。 

  また、衛生費から支出の船井郡衛生管理組合に対する分担金は、１７５ページ最上段に戻

りますが、火葬場維持管理分８３３万円。続きまして、１８３ページ下段になります。塵芥

処理分１億４，３５６万５，０００円。１８５ページ上段になります。し尿処理分２件合わ

せて１億７９万９，９３０万円で、総額２億５，２６９万４，９３０円でした。 
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  ３項、上水道費では、水道事業会計へ事業運営に係る補助金６億１，９３９万９，０００

円。水道事業出資債として借り入れた出資金１，９３０万円を支出しました。 

  次に、５款、労働費は、５万５，５１８円で前年度に比べ５，０５４円の増。 

  ６款、農林水産業費は、１５億６，５２７万６，２２８円で前年度に比べ２億２，６１１

万３，１７５円、１６．９％の増となりました。平成３０年度への繰越額は２億２７５万３，

０００円となっております。 

  １項、農業費は、１３億６，９８３万１，４０３円の支出で、主なものとして、１８８ペ

ージからの３目、農林振興費ですが、有害鳥獣対策事業では、報償費で、シカ２，２２３頭、

イノシシ４５３頭などの捕獲に対する有害鳥獣捕獲報償金５，１２６万５，０００円。１９

１ページ最上段、狩猟期のシカ３５０頭の捕獲に対するシカ捕獲強化事業奨励金１３１万６，

０００円。委託料で、京丹波町猟友会の有害鳥獣捕獲委託料２００万円。鳥獣被害防止緊急

捕獲等対策事業委託料３４１万６，０００円。１９３ページ上段、工事請負費で、鎌谷下区

の被害防止施設設置工事１，８３４万９，２００円。原材料費で、妙楽寺区と三ノ宮区の被

害防止施設資材費８６８万４，５３６円。負担金補助及び交付金の５つ目になりますが、電

気柵設置など３６区の被害防止施設設置事業補助金１，１７３万４，０００円。１９５ペー

ジ、下から５つ目になりますが、豪雪による災害復旧分、１０区、２０７万４，０００円な

ど、有害鳥獣対策事業全体で約１億１，０９０万円を支出。前年度に比べ約２，４５０万円

増加いたしました。 

  このほかでございますが、１９３ページに戻っていただきまして、負担金補助及び交付金

で、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するための中山間地域等直接

支払交付金１億９６６万９，３３８円。１９５ページ中ほど、農地維持・資源向上のための

多面的機能支払交付金９，６４５万６，７１６円。「明日のむら人」移住促進事業補助金と

して、空き家改修６件など移住促進対策に１，１３９万４，０００円。認定農業者等確保・

育成事業補助金として、認定農業者９人の農業機械等の導入に１，４０６万５，０００円。

１９７ページ、中山間地域所得向上支援対策事業補助金として、農業生産法人の集出荷施設

や機械等の整備に４，５４５万１，０００円をそれぞれ交付しました。 

  また、前後しますが、１９５ページ中ほどです。平成２９年１月の豪雪により被害を受け

たパイプハウスなど１１８棟の復旧に対し、京都府の支援とは別の町独自の支援として、農

業生産施設等緊急復旧対策事業補助金３，６６８万７，０００円を交付しました。 

  ４目、畜産業費では、鳥インフルエンザ発生農場跡地活用事業として、１９７ページ、委

託料で、映画等ロケ地倉庫新築工事監理業務などの委託料３２９万４，０００円を支出。工
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事請負費で、跡地解体撤去工事に３，２６５万８，８００円。ロケ地倉庫新築工事に５，８

６１万７，０００円を支出しました。 

  １９９ページ上段、負担金補助及び交付金で、耕畜連携の堆肥による土づくり事業補助金

４７４万７，１４０円。畜産・酪農の収益力生産基盤の強化のための取り組みに対し、畜産

競争力強化整備事業補助金として３，６１５万８，０００円を交付しました。 

  ５目、農地費では、委託料で、奥ノ谷池調査業務などため池関連の調査業務委託料２，５

８０万６，２００円。２０１ページ上段、工事請負費で、稲荷池施設工事などため池改修工

事に２，４９５万２，８００円。土地改良施設維持管理工事、大迫水路に１，０５７万３，

２００円。負担金補助及び交付金で、農林漁業事業補助金として、農道舗装や農業用水路改

修など３９カ所、１，９８４万４，０００円と、台風１８号・２１号豪雨の災害復旧３４カ

所に２，１５９万４，０００円、合わせて４，１４３万８，０００円を交付しました。 

  繰出金では、下水道事業特別会計へ農業集落排水事業分として２億２６８万５，０００円

を繰り出しました。 

  ７目、農村情報施設管理費では、２０５ページ、委託料で、ケーブルテレビ設備保守点検

管理等委託料、施設維持管理委託料、インターネット接続委託料を主なものとして、合計１

億３，４５１万２，５５３円を支出。工事請負費で、伝送路監視連携システム等更新工事、

番組編集システム更新工事などに合計２，７２７万３，２４０円を支出しました。 

  次に、２０６ページからの２項、林業費でございます。支出総額は１億９，３０７万６，

８２５円。主なものとして、２目、林業振興費では、２０９ページになりますが下段、委託

料で、公有林整備事業として、安栖里鐘打山の町有林の皆伐・原木運搬・売り払い、その他

町有林の間伐などに３，３９３万２，４８２円。２１１ページ、工事請負費で、林道開設工

事として、森林管理道塩谷長谷線４つの工区合わせて６，２０６万５，３６０円を支出しま

した。負担金補助及び交付金で、下から４つ目、林業振興対策推進助成金として、森林の環

境整備や歩道整備、学習林整備などに１，１８０万円を交付。京都府の豊かな森を育てる府

民税市町村交付金事業として実施いたしました。 

  ２１２ページ、７款、商工費は、２億７４５万４，６１５円で前年度に比べ１，３３１万

２，０８４円、６．９％の増となりました。平成３０年度への繰越額は６１６万７，０００

円となっています。 

  １項、商工費、２目、商工振興費では、２１５ページ、委託料で、買い物支援として、買

い物バス運行委託料１８０万円。末尾からの負担金補助及び交付金では、京都府補助金とは

別の町単独分の補助金である商工会小規模事業経営支援事業１，９６０万９，０００円。商
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工会プレミアム商品券発行事業補助金７７万４，０００円。 

  また、前後しますけども、町独自施策である中小企業信用保証料補給金２１４万１，８７

４円と、営業資金融資利子補給金１１８万４，９８７円を交付しました。 

  ３目、観光費では、２１７ページ、末尾から観光施設に係る管理等の委託料として、まず、

質志鐘乳洞公園の施設維持管理委託料７５０万６，３６９円。めくっていただきまして、特

産館「和」指定管理料１，２００万円。わち山野草の森管理運営委託料２，０００万円。ア

グリパークわち農林業体験公園管理運営委託料１２０万円。道の駅「和」道路情報施設維持

管理委託料３３４万６，８１４円。道の駅「京丹波 味夢の里」モニタリング委託料４９８

万９，６００円。京丹波ＰＡごみ処理委託料３４１万４６円などを支出しました。 

  前後しますが、上から４つ目、作業委託料でございます。１，０９０万９，５２１円のう

ち、地域の人事部戦略策定委託料９３２万４００円を支出。 

  また、京丹波町ロケ誘致事業として、企画運営委託料２，２３８万６，８２８円のうち、

ロケ誘致、ロケ弁開発、京丹波まちなか映画祭の開催、ロケーションオフィスの運営などの

委託料１，７６９万１，３７９円を支出。 

  また、工事請負費で、ロケーションオフィス整備工事に１，３１５万１，１６０円を支出

しました。 

  ２２０ページ、８款、土木費は、８億８，７９１万７，１５４円で前年度に比べ５，３４

０万１，４３３円、６．４％の増となりました。平成３０年度への繰越額は２億８，６１５

万円となっています。 

  ２２４ページからの２項、道路橋りょう費、２目、道路維持費では、２２７ページ上段の

除雪作業委託料は、大雪に見舞われた前年度に比べ約１，４５０万円減の５３６万８６８円

でした。工事請負費では、町道８４路線の舗装等の道路修繕工事に３，９９９万７，８００

円。５路線の交通安全施設整備工事に８１８万９，６４０円を支出しました。負担金補助及

び交付金の除雪機具設置事業補助金は、前年度の１件、９万７，２００円に対し、平成２９

年度は１０件、１９０万４，５００円と増加しました。認定外道路整備事業補助金は、１３

の区などに対し４０８万５，０００円を交付しました。 

  ３目、道路新設改良費では、委託料で、道路設計監理業務等委託料として、測量設計、橋

梁点検などに９，０９３万９，３６０円を支出しました。２２９ページ上段、工事請負費は、

２億２，０５０万２，６００円を支出。社会資本整備総合交付金や電源立地地域対策交付金

を活用した道路整備と町単独事業合わせて２０件、総延長２，１８１．６メートルの改良工

事を実施いたしました。 
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  ３項、河川費、１目、河川総務費では、報償費で、各地区でお世話になった河川除草作業、

川刈りの謝礼ですが、８０９万６，５６３円のほか、９つの河川の浚渫工事や修繕工事に１，

０９１万４，５２０円を支出しました。 

  ２３０ページ、５項、下水道費では、下水道事業特別会計へ特定環境保全公共下水道事業

分として、２億２，５０１万３，０００円を繰り出しました。 

  ６項、住宅費では、２３３ページ下段の負担金補助及び交付金で、住宅改修補助金１１５

件、６６２万７，０００円を支出。補助対象となった改修工事費は８，２９６万５，４１３

円でした。この制度では、施工業者は、町内業者が対象となっておりまして、これにより町

内でお金が循環するといった経済効果があらわれています。台風などの災害復旧を対象とし

た地域再建被災者住宅等支援補助金は１６件、３９６万１，０００円でした。 

  次に、２３４ページからの９款、消防費は、４億３７６万５，１０２円で前年度に比べ２，

６５７万７，７７２円、７．０％の増となりました。 

  １項、消防費、１目、常備消防費では、京都中部広域消防組合負担金２億８，２７１万１，

０００円支出。 

  ２目、非常備消防費では、団員報酬１，７１５万９，０００円。また、退団者に対して消

防団員退職報償金１，０５３万７，０００円を支出しました。 

  ３目、消防施設費では、２３９ページ最上段の防火水槽設置工事１，６９６万５，７２０

円。長谷区と大迫区に整備しました。 

  ４目、防災費では、委託料で、地域防災計画の原子力災害住民避難計画改定に２７０万円。

防災ハザードマップ作成に８０４万８，１６０円を支出しました。 

  次に、２４０ページ、１０款、教育費です。支出総額７億９，０１４万６，９１４円で前

年度に比べ１億４，７６１万３，４２８円、１５．７％の減となりました。この減少は、平

成２８年度に小学校空調設備整備工事と屋内体育施設非構造部材等耐震改修工事があったこ

とが主な要因でございます。 

  １項、教育総務費では、教育委員会費、事務局経費、学童保育事業、認定こども園開設に

係る経費、育英資金給付事業特別会計への繰り出しなど総額２億８０５万４，９７３円を支

出しました。 

  ２４５ページ上段、委託料で、平成３０年３月に京丹波町立（仮称）たんばこども園新園

舎建設基本計画を策定し、業務委託料９５７万９，６００円を支出。 

  ２４６ページ、４目、情報化推進費では、児童生徒用学習系情報システムを更新、システ

ム改修委託料１９１万７，０００円。学習支援ソフトを含む機器物品等借上料３カ月分とし
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て６３７万３，０８０円などを支出しました。 

  ２項、小学校費では、総額１億１，１９５万８，３９９円を支出しました。 

  ２５０ページ、２目、教育振興費では、賃金で、学習支援教員、読書指導員等の雇用賃金

１，６５１万７，９９９円を支出。扶助費で、要保護・準要保護及び特別支援の就学援助費

として合計６０４万６，４５１円の就学援助を行いました。 

  ２５２ページからの３項、中学校費では、１億５，９８２万７，５１８円を支出しました。

１目、学校管理費の２５５ページ、工事請負費で、学校設備改修工事５，１６７万９，２９

６円のうち、蒲生野中学校校舎棟トイレ改修工事は４，５０７万１，６４０円でした。 

  ２５６ページからの２目、教育振興費では、外国語指導助手報酬７０７万１，２７２円。

学習支援教員、読書指導員等の雇用賃金８６５万９，３５５円を支出。生徒の学力向上など

の取り組みを進めました。 

  また、２５９ページ中ほど、負担金補助及び交付金では、大分県での全日本中学生ホッケ

ー選手権大会出場補助金を初めとするクラブ活動等補助金など、合計５６６万１，５２９円

を支出。扶助費では、要保護・準要保護及び特別支援の就学援助費として、合計８２９万３，

４８７円の就学援助を行いました。 

  ４項、幼稚園費では、幼稚園運営に要する経費として、総額６，６０３万５，５５５円を

支出しました。 

  ２６４ページからの５項、社会教育費、１目、社会教育総務費では、２６７ページをお願

いします。負担金補助及び交付金で、社会教育の充実・推進を図るため女性の会や人権啓発

推進協議会など７団体に対し、合計２８９万８，０００円を補助金等として交付しました。 

  ２目、公民館費は、総額４，２４８万２，７５２円。２６９ページ中ほど、工事請負費、

質美振興センター空調設備など瑞穂地区公民館改修工事３３３万２，７２８円を初め、公民

館活動や施設の維持管理経費などに支出しました。 

  ３目、文化財保護費は、総額７５４万２，６３５円。２７１ページ中ほど、負担金補助及

び交付金で、８団体に対し社寺等文化資料保全補助金３８８万９，０００円を交付しました。 

  ６項、保健体育費では、１目、保健体育総務費で、２０２０年東京オリンピック・パラリ

ンピックを契機としたホストタウン構想の推進やスポーツ観光の聖地づくり、京都トレーニ

ングセンターとの総合連携によるアスリート等の育成、国体を契機に定着しているホッケー

競技やカヌー競技、また、本町特有の地形や景観を生かしたノルディックウオーキングなど、

スポーツによる地域活性化の推進など、このような新たな事業展開のほか、従来からの生涯

スポーツの推進、また、体育施設の管理に合計３，６６６万８３円を支出しました。 



 

－４０－ 

  ２７４ページからの７項、学校給食費では、人件費、賄材料費を主なものとして、全体で

１億４，３０５万５，５４２円を支出しました。 

  ２７６ページからの１１款、災害復旧費は５，９２４万４，８３９円で前年度に比べ３０，

１１８万２，０２６円、約２倍の大幅な増となりました。台風による豪雨災害の発生が主な

要因でございまして、平成３０年度への繰越金は１億２，９１６万７，０００円となってお

ります。 

  ２７８ページ、１２款、公債費は、１５億７２２万２，３８３円で前年度に比べ１億６，

６３８万８，８８１円、１２．４％の増となりました。 

  最後に、２８０ページ、１３款、予備費でございますが、３５０万８，０００円を民生費、

教育費にそれぞれ充用いたしました。 

  以上で、一般会計の説明を終わります。 

  次に、認定第２号 平成２９年度京丹波町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算でござ

います。 

  ２８２ページをお願いします。 

  歳入総額２２億９，４５５万７，７３４円で前年度に比べ１．３％の増。歳出総額２１億

９，３６３万５，７７９円で前年度に比べ０．１％の増。歳入歳出差引額、実質収支額とも

に１億９２万１，９５５円となりました。 

  ２９１ページ、事項別明細書をお願いします。 

  歳入でございます。 

  １款、国民健康保険税は、３億２，２３６万１，７０５円で前年度に比べ５．０％の減と

なりました。徴収率は、現年度分で９５．７％、過年度分で２６．８％でございました。 

  なお、地方税法の規定に基づき、４２人分、４９３万１，２８７円を不納欠損として処理

しました。 

  ２９３ページ下段の３款、国庫支出金は、３億９，２０８万１，３７７円で前年度に比べ

２．８％の減。 

  ２９５ページ下段の４款、療養給付費交付金は、２，２０３万４，０００円で前年度に比

べ６６．０％の大幅な減となりました。これは退職被保険者数の減少に関係しております。 

  ５款、前期高齢者交付金は、７億９，７３８万１，１７２円で前年度に比べ９．０％の増。 

  ２９７ページ、６款、府支出金は、１億３９９万９，８４９円で前年度に比べ１３．１％

の減。 

  ７款、共同事業交付金は、４億１，２８８万８，０８９円で前年度に比べ０．８％の増。 
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  ２９９ページ、９款、繰入金は、一般会計からの繰入金１億６，３８０万９，４０７円で

前年度に比べ９．５％の減となりました。 

  なお、国保財政調整基金からの繰り入れはありません。 

  次に、歳出です。 

  ３０７ページをお願いします。 

  下段からの２款、保険給付費は、１３億３，１９０万５，０１３円で前年度に比べ１．

７％の減となりました。療養給付費における一般被保険者数の年間平均は３，９３１人、１

人当たりの医療費は３９万４，７６２円で前年度に比べ１万８，７２７円の増。退職被保険

者数の年間平均は６５人、１人当たりの医療費は３５万３，２００円で前年度に比べ８万７，

６８１円の減となりました。 

  ３１１ページ下段からの３款、後期高齢者支援金は、事務費を含め２億２，３４３万２，

３２５円で前年度に比べ２．５％の減。 

  ３１３ページ、６款、介護納付金は、７，５３８万２，３７１円で前年度に比べ９．７％

の増。 

  ７款、共同事業拠出金は、４億３，３０３万４，８２５円で前年度に比べ５．１％の減。 

  ３１５ページ、８款、保健事業費は、３，３８４万４，８５１円で前年度に比べ４．５％

の増となりました。 

  ３１８ページ中ほど、負担金補助及び交付金の人間ドック助成金６２８万７，１９３円や

特定健診、保健指導などに係る一般会計繰出金１，９００万１，２０７円などが主なもので

ございます。 

  ３１９ページ、１１款、諸支出金は、２，９９２万４，４３９円で前年度に比べ５．４％

の減となりました。主なものとして、平成２８年度分の国・府支出金等の返還金１，４４７

万６，１１６円。 

  このほか３２１ページ、３項、繰出金では、京丹波町病院事業会計への繰出金１，４３２

万円を支出。内訳は、和知診療所のへき地診療所運営分に８８０万５，０００円、和知歯科

診療所のへき地診療運営分に５５１万５，０００円となっております。 

  以上、国民健康保険事業特別会計の説明といたします。 

  次に、認定第３号 平成２９年度京丹波町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算でござい

ます。 

  ３２３ページをお願いします。 

  歳入総額２億２，６６８万６，０００円、歳出総額２億２，３９６万５，４３８円、歳入
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歳出ともに前年度に比べ３．５％の増。歳入歳出差引額、実質収支額ともに２７２万５６２

円となりました。 

  ３２８ページ、事項別明細書をお願いします。 

  歳入でございます。 

  １款、保険料は、特別徴収、普通徴収を合わせて１億４，８６９万２，３００円、前年度

に比べ５．１％の増となりました。過誤納付の保険料を除いた現年度分の実質徴収率は９９．

７％となりました。 

  ３款、繰入金は、一般会計繰入金７，３２０万３，３４７円で、事務費繰入金２１６万５，

０９４円、保険基盤安定繰入金７，０６５万２，６７１円を収入したほか、３３１ページ上

段の保健事業費繰入金では、人間ドック分として３８万５，５８２円を繰り入れました。 

  次に、３３４ページからの歳出です。 

  ２款、後期高齢者医療広域連合納付金では、平成２９年度分の保険料等負担金として１億

４，８６４万３，３３５円、保険基盤安定負担金として７，０６５万２，６７１円を支出し

ました。 

  末尾からの３款、保健事業費では、人間ドック助成金６４件、２１１万２９２円を支出し

ました。 

  以上、後期高齢者医療特別会計の説明といたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 説明の途中ではありますが、ここで暫時休憩します。１時３０分ま

でとします。 

休憩 午前１１時４４分 

再開 午後 １時３０分 

○議長（篠塚信太郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  先ほど議会運営委員会が開催され、明日９月５日開催予定の全員協議会につきましては、

台風２１号の接近に伴い、９月１０日、月曜日、午前９時からに延期させていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

  久木会計管理者 

○会計管理者（久木寿一君） 午前中に続きまして、決算の補足説明を申し上げます。 

  次に、認定第４号 平成２９年度京丹波町介護保険事業特別会計事業勘定歳入歳出決算で

ございます。 

  ３３８ページをお願いします。 

  歳入総額２１億５，７５３万９，９６６円で前年度に比べ２．０％の減。歳出総額２０億
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８，８４８万６，３０５円で前年度に比べ１．５％の減。歳入歳出差引額、実質収支額とも

に６，９０５万３，６６１円となりました。平成２９年度は、第６期介護保険事業計画の最

終年度に当たります。 

  介護保険の状況は、平成３０年３月末で第１号被保険者５，９１０人、総人口に占める割

合は４１．０％となりました。 

  また、要介護認定者数は、第１号・第２号被保険者を合わせて１，０８７人、居宅介護サ

ービス受給者５９９人で、認定者の５５．１％、施設介護サービス受給者は２６８人で、認

定者の２４．７％を占める割合となりました。 

  ３４５ページ、事項別明細書をお願いします。 

  歳入です。 

  １款、保険料は、第６期介護保険事業計画に基づく算定により、４億２，１７８万６，９

００円の収入。前年度に比べ０．８％の増となりました。過誤納付保険料を除いた現年度分

の実質徴収率は９９．２％となりました。 

  また、介護保険法第２００条の規定により、７２人分、２９９万６，９８０円を不納欠損

として処理しました。 

  ３款、国庫支出金は５億３，０７２万７，７８２円を、４款、支払基金交付金は５億４，

８１５万２，３９８円を、５款、府支出金は３億７７０万１，５３２円をそれぞれ収入いた

しました。 

  ３４９ページ、７款、繰入金は、２億６，８７１万３，５９６円で、一般会計から介護給

付費や地域支援事業の負担分、低所得者に対する保険料軽減措置分などを繰り入れました。 

  次に、歳出です。 

  ３５５ページをお願いします。 

  下段の２款、保険給付費は、１９億５６０万６，８５２円。１項、介護サービス等諸費で

は、１目、居宅介護サービス給付費が前年度に比べ約７１５万円増の５億５，９９４万３，

４２９円。２目、地域密着型介護サービス給付費は、前年度に比べ約８８６万円減の２億５，

５７６万３，２３１円。３目、施設介護サービス給付費は、前年度に比べ約１，２０４万円

減の８億９８３万９，３３０円などとなりました。特に、居宅介護サービス給付費では、短

期入所生活介護、いわゆるショートステイの利用件数が伸びたことから前年度を上回る支出

となりました。 

  ３５７ページ、２項、介護予防サービス等諸費は前年度に比べ約１，３４９万円減の２，

８００万５，３５１円となり、介護予防日常生活支援総合事業、いわゆる総合事業への移行
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に伴い支出が減少しました。 

  ３５９ページ、５項、特定入所者介護サービス等費は１億１，４４９万７，０２２円の支

出となりました。 

  ３６１ページからの３款、地域支援事業費では、高齢者ふれあい・いきいきサロンや地域

ボランティア養成等の事業、また、総合事業の基準緩和型の通所型サービスであるミニデイ

サービス事業や、従来の介護予防訪問介護、通所介護の現行相当サービスに係る委託料など、

介護予防事業に総額５，２５６万７，７９９円を支出しました。 

  ３６５ページをお願いします。 

  下段の４款、基金積立金では、介護保険給付費準備基金に５，８６０万３，０００円を積

み立てました。 

  以上、介護保険事業特別会計事業勘定の説明といたします。 

  次に、平成２９年度介護保険事業特別会計サービス事業勘定歳入歳出決算でございます。 

  ３６９ページをお願いします。 

  歳入総額８２９万９，５５０円で前年度に比べ３．６％の減。支出総額５２６万６，２９

１円で前年度に比べ８．０％の減。歳入歳出差引額、実質収支額ともに３０３万３，２５９

円となりました。 

  ３７４ページ、事項別明細書をお願いします。 

  歳入です。 

  １款、サービス収入は５４１万９，７００円となりました。居宅支援サービス計画費収入

は、委託、直営合わせ９９７件、４３８万３，１００円。平成２７年度末から創設された総

合事業に係る直営分のサービス計画収入は２３２件、１０３万６，６００円でございました。 

  ３７６ページからの歳出でございます。 

  ２款、事業費が主で、介護予防サービス計画作成委託料として、町内８、町外１の事業所

に３０５万１，９００円を支出しました。 

  以上、介護保険事業特別会計サービス事業勘定の説明といたします。 

  次に、平成２９年度介護保険事業特別会計老人保健施設サービス勘定の歳入歳出決算でご

ざいます。 

  ３７８ページをお願いいたします。 

  歳入総額１億４，３７６万４，３９９円で前年度に比べ１４．４％の減。歳出総額１億４，

３３１万７，７９６円で前年度に比べ１４．１％の減。歳入歳出差引額、実質収支額ともに

４４万６，６０３円となりました。利用状況は、入所の利用者数が延べ４，６３９人で前年
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度に比べ２１３人の減。１日当たりの介護報酬は１３万３，４８９円。前年度に比べ４，４

６９円の減となりました。 

  ３８３ページ、事項別明細書をお願いします。 

  歳入です。 

  １款、サービス収入は、居宅介護１，４０８万１９５円、施設介護４，８７２万３，４４

７円などを合わせ、７，８６４万４，８１２円の収入となりました。 

  末尾からの３款、繰入金は、前年度に比べ２，４５０万円少ない６，２７０万円を一般会

計から繰り入れました。平成２９年度におきましては、医師体制が和知診療所と兼任となっ

たことなどにより、人件費が減少し、これに伴い一般会計繰入金が大幅に減少したものでご

ざいます。 

  次に、３８７ページからの歳出でございます。 

  １款、総務費では、医師・看護師・介護支援専門員等の人件費及び施設運営経費として１

億２，４２６万２，８４４円を支出しました。 

  ３８９ページからの２款、介護サービス事業費では、医薬材料費、給食業務委託料、機器

物品等借上料など１，９０５万４，９５２円を支出しました。 

  以上、介護保険事業特別会計老人保健施設サービス勘定の説明といたします。 

  次に、認定第５号 平成２９年度京丹波町下水道事業特別会計歳入歳出決算でございます。 

  ３９３ページをお願いします。 

  歳入総額９億３２２万１，３１１円で前年度に比べ０．７％の減。歳出総額８億９，５６

２万１，１３４円で前年度に比べ０．４％の減となりました。歳入歳出差引額は７６０万１

７７円。翌年度へ繰り越すべき財源７０７万４，０００円を差し引いた実質収支額は５２万

６，１７７円となりました。京丹波町の下水道の状況は、下水道接続率９３．２％、浄化槽

整備率７４．３％となっております。 

  ３９８ページ、事項別明細書をお願いいたします。 

  歳入です。 

  １款、分担金及び負担金では、新規加入分担金として、農業集落排水事業１件、特定環境

保全公共下水道事業３件、合計３４５万６，０００円を収入しました。 

  ２款、使用料及び手数料、１項、使用料は、各事業合わせて２億６，０９５万８，８３４

円、前年度に比べ１，４５０万８５０円、０．６％の減となりました。現年度分の徴収率は

９８．２％でございました。 

  ４０２ページ、４款、繰入金では、一般会計からそれぞれの事業に総額４億７，７４４万
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４，０００円を繰り入れました。 

  ４０４ページ、７款、町債は１億４，５４０万円でした。 

  次に、４０６ページからの歳出です。 

  ２款、下水道費は、３億１，８４０万７，４２５円を支出。主なものとして１項、農業集

落排水費では、１目、施設整備費、委託料で施設再編計画策定業務のために４９５万７，２

００円を支出。 

  ２目、施設管理費では、４０９ページ中ほど委託料で、施設の維持管理に係るものとして

船井郡衛生管理組合などに合計５，６５８万６，７８６円を支出しました。 

  ２項、公共下水道費では、１目、施設整備費、４１１ページ、委託料で、グリーンハイツ

区流量調査業務に４３８万４，８００円。工事請負費で、高屋川河川改修に伴う下水道管移

設工事に２８７万６，０４０円を支出しました。 

  ２目、施設管理費、末尾の委託料では、汚泥脱水業務など施設の維持管理に係る委託料と

して、船井郡衛生管理組合などに合計５，８０７万９，６３９円を支出しました。 

  ３項、浄化槽市町村整備推進施設費の４１３ページ、委託料では、施設の維持管理に係る

清掃委託料と保守点検委託料として、船井郡衛生管理組合などに合計９，７３８万３，０３

４円を支出しました。 

  ４１４ページ、３款、公債費では、元金、利子合わせて５億５，４８９万６，４６３円を

償還しました。 

  以上、下水道事業特別会計の説明といたします。 

  次に、認定第６号 平成２９年度京丹波町土地取得特別会計歳入歳出決算でございます。 

  ４１６ページをお願いします。 

  歳入総額、歳出総額いずれも５万９，３７７円で、歳入歳出差引額、実質収支額ともにゼ

ロ円となりました。 

  ４２１ページ、事項別明細書の歳入では、１款、財産収入で、土地開発基金利子５万９，

２９０円などを収入し、４２４ページ、歳出で、土地開発基金に５万９，３７７円を繰り出

しました。 

  以上、土地取得特別会計の説明といたします。 

  次に、認定第７号 平成２９年度京丹波町育英資金給付事業特別会計歳入歳出決算でござ

います。 

  ４２５ページをお願いします。 

  歳入総額３５８万５，４１９円、歳出総額３５８万５，０００円で、いずれも前年度と比
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べ３０．６％の増。歳入歳出差引額、実質収支額ともに４１９円となりました。 

  ４３０ページ、事項別明細書の歳入でございますが、３款、繰入金で、一般会計から１７

９万４，０００円を、育英基金から１７８万５，０００円をそれぞれ繰り入れました。 

  ４３２ページ、歳出では、２款、育英費で、高校生から大学生まで３２人に対し３５７万

円を給付しました。 

  以上、育英資金給付事業特別会計の説明といたします。 

  次に、認定第８号 平成２９年度京丹波町町営バス運行事業特別会計歳入歳出決算でござ

います。 

  ４３４ページをお願いします。 

  歳入総額１億２５４万３，６８１円、歳出総額１億２１６万４，８２２円で、いずれも前

年度と比べ６．５％の増。歳入歳出差引額、実質収支額ともに３７万８，８５９円となりま

した。 

  ４３９ページ、事項別明細書をお願いします。 

  歳入、１款、事業収入は２，３７４万２，５９５円で、運賃収入が９５４万４，６４５円。

小中学生のスクールバスとしての受託収入が１，４１９万７，９５０円でございました。 

  ３款、繰入金では、一般会計から７，８００万円を繰り入れました。 

  次に、４４１ページからの歳出でございます。 

  １款、事業費では、バス運転手等の賃金、バスの燃料費や車検等の修繕料など町営バス１

６台、自家用バス１台の運行に係る経費として９，５４９万７，６７０円を支出しました。 

  ２款、公債費では、元金、利子合わせて６６６万７，１５２円を償還しました。 

  以上、町営バス運行事業特別会計の説明といたします。 

  続きまして、財産に関する調書について主なものを説明いたします。 

  まず、４４７ページをお願いします。 

  公有財産でございます。行政財産の（１）土地及び建物の土地についてですが、その他の

行政機関、警察（消防）施設の１８２平方メートルの増加は、防火水槽２基の新設によるも

のです。公共用財産の公営住宅の１，３０３平方メートルの減少は、町営住宅小畑団地の用

途廃止によるものでございます。その他の施設の１０万４，００４平方メートルの減少は、

平成２９年度から地方公営企業適用となった水道事業の財産を水道事業会計へ引き継いだこ

とによるものでございます。 

  次に、建物についてです。公共用財産の公営住宅の３４０平方メートルの減少は、町営住

宅小畑団地の用途廃止によるものでございます。その他の施設の木造で６３平方メートルの
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減少と非木造で６，２５５平方メートルの減少につきましては、水道事業会計への財産の引

き継ぎによるものでございます。 

  次に、４４９ページ、普通財産の（１）土地及び建物でございます。 

  公共用財産、その他の施設の５７５平方メートルの減少は、主に本庄地区の宅地分譲地２

区画の売却によるものでございます。 

  建物の木造３４０平方メートルの増加は、町営住宅小畑団地の用途廃止によるもの。非木

造の５９４平方メートルの増加は、安井地区の映画等ロケ地倉庫新築によるものでございま

す。 

  次に、（２）山林のうち立木の推定蓄積高は、所有、分収合わせて３３７平方メートルの

増加となりました。 

  ４５２ページ、２．物品でございます。 

  増減の大きなものについてのみ説明させていただきますが、車両・船舶類の３７台の減少

です。公用車について購入と処分による増減、それから水道事業会計への移行などによるも

のでございます。電気・通信器具類の９台の増加は、ケーブルテレビ関係の編集機を初め、

番組素材保存用ハードディスクドライブ、ＯＭＵ監視サーバー、無停電電源装置、地上デジ

タル・ＦＭ共同受信用ヘッドアンプなど、それと水道事業会計へ移行した水道料金検針端末

との増減の結果によるものでございます。 

  ４５３ページ、４．基金です。 

  一般会計の基金は、財政調整基金に１億２，３１２万８，０００円を積み立てる一方で、

１億６，０００万円を取り崩した結果、平成２９年度末現在高は、前年度末から３，６８７

万２，０００円減少した２０億１，６７４万１，５８２円となりました。減債基金は９、１

６０万１，０００円を取り崩して、長期償還元金の繰上償還に充当いたしました。ふるさと

応援寄附金基金は、２，１４８万８，０００円を取り崩して、寄附いただいた方の意向に沿

った事業に充当し、また、平成２９年度に寄附いただいた分に利子分を合わせ、１，８０１

万３，０００円を積み立て、差し引き３４７万５，０００円の減少となりました。 

  一般会計全体では１億１，２７５万１，０００円の減少。特別会計では全体で１億３９８

万７，３７７円の増加。全ての会計を合わせた平成２９年度末現在高は、５０億７，９０６

万９，８８６円となりました。 

  以上、財産に関する調書の説明といたします。 

  続いて、６つの財産区特別会計の説明に移ります。 

  なお、各財産区の財産に関する調書は説明を省略させていただきますので、ご了承くださ



 

－４９－ 

い。 

  まず、認定第９号 平成２９年度京丹波町須知財産区特別会計歳入歳出決算です。 

  ４５５ページをお願いします。 

  歳入総額１６０万９，７０４円、歳出総額１４４万８，３０６円、歳入歳出差引額、実質

収支額ともに１６万１，３９８円となりました。 

  ４６０ページ、事項別明細書をお願いします。 

  歳入、１款、財産収入は、須知地区の駐車場貸付料や携帯電話の通信施設敷地料を初め立

木売払収入など、合計５８万２，９６８円などの収入がありました。 

  ２款、寄附金では、須知地区で、区域内の各区から管理運営寄附金３８万９，５００円を

収入。 

  ５款、諸収入では、関西電力高圧鉄塔関連工事に係る補償費として、須知地区４１万５，

６００円、竹野地区９万１００円などを収入いたしました。 

  ４６４ページ、歳出でございます。 

  須知地区では、１款、総務費、１目、一般管理費で、財産区管理会委員報酬８万７，００

０円のほか、敬老祝賀式等への補助金３０万円。財政管理調整基金積立金６１万２，０００

円。２目、財産管理費で、管理作業委託料２５万３，０４６円などを支出。竹野地区では、

１目、一般管理費で、財産管理会委員報酬３万７，５００円のほか、委員等報償の財産管理

協力謝礼５万円などを支出しました。 

  以上、須知財産区特別会計の説明といたします。 

  次に、認定第１０号 平成２９年度京丹波町高原財産区特別会計歳入歳出決算です。 

  ４７０ページをお願いいたします。 

  歳入総額２４万１，９２８円、歳出総額２２万１４２円、歳入歳出差引額、実質収支額と

もに２万１，７８６円となりました。 

  ４７５ページ、事項別明細書をお願いいたします。 

  歳入では、２款、寄附金が主で２１万９，３００円。財産区区域内の各区からの寄附を受

けたものでございます。 

  ４７７ページ、歳出です。 

  １款、総務費、１目、一般管理費では、財産区管理会委員報酬５万４，０００円。財政管

理調整基金積立金７万２，０００円などを支出。２目、財産管理費では、木ノ谷林道管理委

託料４万円を支出いたしました。 

  以上、高原財産区特別会計の説明といたします。 



 

－５０－ 

  次に、認定第１１号 平成２９年度京丹波町桧山財産区特別会計歳入歳出決算です。 

  ４８１ページをお願いします。 

  歳入総額１，５４３万３，５０６円、歳出総額１，４５０万１，６０４円、歳入歳出差引

額、実質収支額ともに９３万１，９０２円となりました。 

  ４８６ページ、事項別明細書をお願いします。 

  歳入では、１款、財産収入が主で、ゴルフ場用地を初め土地貸付料など財産収入は１，４

２４万１，４００円でした。 

  ４９０ページ、歳出でございます。 

  １款、総務費、１目、一般管理費では、財産区管理会委員報酬８７万７，５００円を初め、

財産区運営のための一般経費を支出しました。 

  ２目、財産管理費では、直営林保育作業委託料１５６万５，０００円など、３目、諸費で

は、山林高度利用補助金など財産区住民関係団体等への補助金、合わせて９１９万８，００

円。公民館事業への繰出金７０万円を支出しました。 

  以上、桧山財産区特別会計の説明といたします。 

  次に、認定第１２号 平成２９年度京丹波町梅田財産区特別会計歳入歳出決算でございま

す。 

  ４９７ページをお願いします。 

  歳入総額７４２万４，６８５円、歳出総額６１１万２８５円、歳入歳出差引額、実質収支

額ともに１３１万４，４００円となりました。 

  ５０２ページ、事項別明細書をお願いします。 

  歳入では、１款、財産収入が主で、携帯電話通信施設や区への土地貸付料など財産収入は

５７６万６，６５４円でございました。 

  ５０６ページ、歳出です。 

  １款、総務費、１目、一般管理費では、財産管理会委員報酬３１万６，５００円を初め、

財産区運営のための一般経費を支出しました。 

  ２目、財産管理費では、区への土地貸付補償費３２０万４，５２８円など、３目、諸費で

は、梅田地域振興会などへの補助金合わせて１４２万１，０００円、公民館事業への繰出金

３０万円などを支出しました。 

  以上、梅田財産区特別会計の説明といたします。 

  次に、認定第１３号 平成２９年度京丹波町三ノ宮財産区特別会計歳入歳出決算でござい

ます。 



 

－５１－ 

  ５１２ページをお願いします。 

  歳入総額３４１万４，８０９円、歳出総額２０４万７，８３８円、歳入歳出差引額、実質

収支額ともに１３６万６，９７１円となりました。 

  ５１７ページ、事項別明細書をお願いします。 

  歳入、１款、財産収入では、集落への土地貸付収入６３万円とマツタケ等採取権収入１４

万８，５００円が主な収入でございます。 

  ２款、繰入金では、財政調整基金から１０７万円を繰り入れました。 

  ５２１ページ、歳出です。 

  １款、総務費、１目、一般管理費では、財産区管理会委員報酬５７万９，０００円を初め、

財産区運営のための一般経費を支出。 

  ３目、諸費では、財産区住民関係団体への補助金合わせて６８万円と公民館事業への繰出

金３０万円を支出しました。 

  以上、三ノ宮財産区特別会計の説明といたします。 

  次に、認定第１４号 平成２９年度京丹波町質美財産区特別会計歳入歳出決算でございま

す。 

  ５２７ページをお願いいたします。 

  歳入総額３３３万２，４４２円、歳出総額１９３万６，０４０円、歳入歳出差引額、実質

収支額ともに１３９万６，４０２円となりました。 

  ５３２ページ、事項別明細書をお願いいたします。 

  歳入では、１款、財産収入が主で、区及び法人への土地貸付料のほか、マツタケ等採取権

収入など財産収入は２５８万８，３２１円でございます。 

  次に、５３６ページ、歳出です。 

  １款、総務費、１目、一般管理費では、財産管理会委員報酬５７万７，５００円を初め、

財産区運営のための一般経費を支出しました。 

  ２目、財産管理費では、林道維持管理事業等補助金として１８万３，０００円などを支出。 

  ３目、諸費では、貸付林等高度利用補助金など合わせて３１万４，８００円、公民館事業

への繰出金３０万円などを支出しました。 

  以上、質美財産区特別会計の説明といたします。 

  最後に、認定第１５号 平成２９年度国保京丹波町病院事業会計決算について、説明いた

します。 

  病院事業会計につきましては、別冊子の病院事業会計決算書で説明いたします。 



 

－５２－ 

  ９ページの損益計算書をご覧ください。 

  １の医業収益では、入院収益は２億４，４４０万８，３６８円。外来収益は３億５２７万

１，５９６円。その他医業収益は、個室使用料、健診や予防接種などの公衆衛生活動収益、

救急告示病院の普通交付税算定分としての一般会計負担金、その他主治医意見書や診断書料

合わせて９，１０５万４，２９８円で、合計６億４，０７３万４，２６２円となりました。 

  飛んで３の医業外収益では、主なものは補助金１，４５５万２，５００円。内訳は、在宅

療養あんしん病院補助金２３万２，５００円。国保の特別調整交付金、へき地直営診療所運

営費分として、和知診療所に８８０万５，０００円と和知歯科診療所に５５１万５，０００

円でございます。負担金交付金は２億３，７４２万３，７５１円で、内訳は、３施設の企業

債償還利子分と運営補助金分の一般会計負担金２億２，４９６万８，７５１円。長寿社会づ

くりソフト事業費交付金１６３万４，０００円。老人保健施設からの医師給与負担金１，０

８２万１，０００円でございます。長期前受金戻入は、過去からの固定資産の取得時に交付

を受けた補助金や受贈財産等を減価償却の財源とするもので、単年度における見合い分とし

て２，２４８万７，２９３円を収益化しました。これらを主なものとしまして医業外収益の

合計は２億７，８５７万２，４１１円となり、合わせて病院事業収益は９億１，９３０万６，

６７３円となりました。 

  次に、２の医業費用では、主なものは給与費６億１，４６８万３６１円。材料費は医薬品、

診療材料など６，２０９万６，９１０円。経費は、光熱水費、各種業務委託料など１億５，

２３５万８，０３６円。減価償却費は８，７５９万１０円で、合計９億１，８２８万７，１

９５円となりました。 

  ４の医業外費用では、企業債支払利息９０６万５，７５１円。繰延勘定償却２，１４３万

２，９９９円を主なものとして、３，２０７万２，０６５円を支出し、病院事業費用は９億

５，０３５万９，２６０円となりました。よって、平成２９年度は３，１０５万２，５８７

円の純損失となり、平成２９年度末の未処理欠損金は１億７，７０４万３，９７６円となり

ました。 

  ５ページに戻っていただきまして、資本的収入及び支出についてでございます。収入の他

会計出資金は、企業債の元金償還に係るものとして一般会計繰入金では、京丹波町病院に６，

０２４万２，５０９円、和知診療所に１４１万１，２５６円、和知歯科診療所に５万９，８

５０円、合計６，１７１万３，６１５円を繰り入れました。補助金では、和知診療所で医療

施設等設備整備費府補助金８１万円を受け入れ、資本的収入の総額は６，２５２万３，６１

５円となりました。 



 

－５３－ 

  ７ページの支出では、企業債償還金として、京丹波町病院は９，６３３万９，５２２円。

和知診療所は２８２万２，５１２円、和知歯科診療所は１１万９，７０１円で、合計９，９

２８万１，７３５円。前年度において繰り上げ償還を行いましたので、前年度に比べ２億７，

０００万円近い減少となったところでございます。 

  建設改良費では、京丹波町病院で救急系統空調機及び低周波治療器、和知診療所で内視鏡

洗浄消毒装置、和知歯科診療所で軽自動車をそれぞれ更新し、合わせて４２１万９２０円を

支出しました。 

  資本的支出の総額は、１億３４９万２，６５５円となり、収支の不足分４，０９６万９，

０４０円は過年度分損益勘定留保資金で補塡いたしました。 

  以上、国保京丹波町病院事業会計の説明といたします。 

  これをもちまして、認定第１号から第１５号までの説明を終わります。ご審議の上、ご認

定いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 十倉上下水道課長。 

○上下水道課長（十倉隆英君） それでは、認定第１６号 平成２９年度京丹波町水道事業会

計決算の認定につきまして、別冊子の水道事業会計決算書により説明のほうをさせていただ

きます。 

  なお、先ほどの町長の説明と重なる部分もございますが、お許しいただきますようよろし

くお願いいたします。 

  最初に、１２ページをお願いいたします。 

  事業報告書の概況からです。 

  本町の水道事業は、旧瑞穂町の昭和２９年度の事業開始に始まり３町それぞれ事業を進め

てきましたが、人口減少による給水収益の減収や施設の経年化により、高まる更新需要に対

応していくため事業の効率化を目的に、平成２９年度から全町１水道事業として統合し、地

方公営企業法の全部適用事業として移行したところでございます。 

  今年度の収益的事業では、支出において、減価償却費が８億６１０万３，５５１円。過年

度損益修正損等による特別損失が８，８０３万７，１９４円の合わせて８億９，４１４万７

４５円と会計制度の変更による経費が巨額であることが影響し、収支は赤字となったところ

です。 

  また、資本的事業では、建設改良費や５億円規模で推移する企業債元金償還金に対し、企

業債と府補助金、分担金及び出資金による収入しか直接に対応する財源がないため、支出が

収入を大きく上回る赤字決算となっております。 



 

－５４－ 

  業務の状況につきましては、給水人口は１万４，４３４人で、給水件数は６，８２０件と

なり、当初予定と比較して１３２件の減少となりました。年間配水量は２７９万８，４５５

立方メートルで、当初予定と比較して５万８，５７９立方メートルの増。年間有収水量は２

０１万１，７５１立方メートルとなり、今期の有収率につきましては７１．８９％で、対前

年度比０．９２ポイント増加となりました。今後も有収率の向上による安定した給水を実現

するための計画的な配水設備の更新や修繕管理に努めてまいります。 

  次に、５ページをお願いいたします。 

  損益計算書をお願いします。 

  １の営業収益では、給水収益は４億８，８２９万１，３５４円。受託工事収益は、８件の

移設工事に対する公共補償として９９７万１，２９８円。その他営業収益は、閉開栓の手数

料及び指定工事業者の申請手数料で７４万２，８００円。合計で４億９，９００万５，４５

２円となりました。 

  ２の営業費用では、原水及び浄水費は、施設の維持管理委託料８，３８２万４４６円や維

持補修工事費６，８７５万１，５００円を主なものとして１億６，４５８万３，４４３円。

配水及び給水費は、漏水調査委託料及び検針業務委託料など１，１２１万１，２５６円や漏

水修繕工事費３，０３６万３，４４８円を主なものとして５，２２２万４，８７１円。受託

工事費は８件の移設工事を実施し２，４０８万円。総係費は、職員給料３，２９０万８，８

００円や施設の光熱水費６，４４５万７，２８５円を主なものとして、１億９，１１５万３，

１５１円。減価償却費８億６１０万３，５５１円。合計で１２億３，８１４万５，０１６円

となりました。営業収支差し引きでは、７億３，９１３万９，５６４円の営業損失となりま

した。 

  ３の営業外収益では、受取利息として１３万８，０７５円。他会計補助金として、一般会

計より繰出基準に基づき５億９２８万８，０００円。基準外として１億１，０１１万１，０

００円合わせて６億１，９３９万９，０００円。長期前受金戻入では、固定資産取得時に交

付を受けた補助金や分担金について、資産の耐用年数にあわせて分割し収益化したもので、

今年度収益分は３億１，７７０万６，４８４円。雑収益として臨時給水料金など５３１万９，

１４７円。合計で９億４，２５６万２，７０６円となりました。 

  ４の営業外費用としては、支払利息及び企業債取扱諸費として、企業債利息１億４，４５

３万１，９５４円と電話賃借料支払利息を合わせて、１億４，４５８万４，６８４円。雑支

出として、漏水等による減額還付金など６２万４，１３４円。合計で１億４，５２０万８，

８１８円となりました。営業外収支差し引きでは、７億９，７３５万３，８８８円の黒字と
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なりましたので、営業損失にこれを加算し、５，８２１万４，３２４円の経常利益となった

ところです。 

  ５の特別損失につきましては、過年度収益修正損として、平成２６年度以前分の未収金決

算額として、貸倒引当金繰入額８，４６６万３，０００円。その他特別損失として、賞与引

当金繰入額３３７万４，１９４円の８，８０３万７，１９４円となりました。経常利益から

特別損失を引きました当年度純利益につきましては、２，９８２万２，８７０円の純損失と

なり、当年度未処理欠損金２，９８２万２，８７０円の計上となったところでございます。 

  次に、資本的収入及び支出について説明をさせていただきます。 

  ２８ページをお願いいたします。 

  資本的収入の１項、企業債につきましては、建設改良費の財源として、補助金を除いた額

の４分の３相当額５，８２０万円の借り入れを行いました。 

  ２項、分担金は、１６件の新規加入があり３０８万８，８００円となりました。 

  ３項、補助金につきましては、京都府から平成２８年度までの統合簡易水道事業に係るふ

るさとの水確保対策事業補助金として１，９３７万４，６００円。生活基盤施設耐震化補助

金として２，７１０万円と合わせて４，６４７万４，６００円を補助金として受けておりま

す。 

  ４項、基金取崩収入では、公営企業会計移行に伴い廃止しました水源開発推進基金２，２

８６万１，２６２円と水道事業基金のうち、地方債元金償還金としての使途が特定されてい

る９５０万８，５７８円と合わせて、３，２３６万９，８４０円を取り崩しております。 

  ５項、出資金につきましては、建設改良費の財源として、補助金を除いた額の４分の１相

当額１，９３０万円を受け入れており、資本的収入の総額は１億５，９４３万３，２４０円

となりました。 

  次のページの資本的支出では、１項、建設改良費、１目、施設整備費として、下山地区ほ

か配水管測量設計などに委託料７６０万９，６８０円。出野・広野地区や下山地区、水吞地

区などの配水管布設工事請負費１億２４１万４，２４０円。 

  ２目、リース債務支払額は、電話機賃借料として３５万７，３２２円。 

  ３目、固定資産取得費においては、給水車及び現場管理車各１台の車両購入費として５１

１万２，７２０円で、建設改良費として１億１，５４９万３，９６２円を支出しております。 

  ２項、企業債償還金としては、５億１，５３８万４，７３０円の元金償還を行っており、

未償還残高につきましては、８６億１，３６３万５，８４３円となります。 

  ３項、基金繰入支出としては、京都府からのふるさとの水確保対策補助金相当額１，９５
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１万円を後年度の企業債償還に充当するため、水道事業基金に積み立てたものです。資本的

支出の総額は６億５，０３８万８，６９２円となり、資本的収支の不足分４億９，０９５万

５，４５２円は、開始時現金預金残高１億８，４２６万６，６７８円及び当年度分損益勘定

留保資金３億６６８万８，７７４円をもって補塡いたしました。 

  次に、８ページの貸借対照表をお願いします。 

  左側の平成２９年度末における保有資産の状況からです。 

  固定資産の内訳は、有形固定資産として、土地、建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬

具で１２７億９，９６０万８，８６８円。無形固定資産として、畑川ダム建設負担金による

施設利用権１０億５，６８１万２，１６５円。投資その他の資産としての水道事業基金３億

９，７２３万８，１３６円。合わせまして１４２億５，３６５万９，１６９円です。流動資

産としては、現金預金期末残高９，８１８万４，８９１円。未収金１億７，１１６万６，７

５７円に対し、過年度損益修正損として計上しておりました貸倒引当金８，４６６万３，０

００円を引き当てましたので、流動資産残高は１億８，４６８万８，６４８円となりました。

これと固定資産を合わせた資産合計は、１４４億３，８３４万７，８１７円となったところ

です。 

  次に、右側の平成２９年度の債務及び資本の状況につきましては、固定負債は企業債残高

８０億６，１６６万７，５２１円です。流動負債は、企業債５億５，１９６万８，３２２円。

未払金２，３２８万９，１０８円。賞与等引当金４８５万円。その他流動負債として、京都

銀行からの公金取り扱いに関する差入担保金１０万円。合わせまして５億８，０２０万７，

４３０円となっております。繰延収益は、建設事業による国・府補助金及び分担金等の長期

前受金５５億６，４２４万４，０３５円。そのうち、今年度、３億１，７７０万６，４８４

円を収益化しましたので、長期前受金残額は５２億４，６５３万７，５５１円となり、負債

合計は１３８億８，８４１万２，５０２円となりました。 

  資本金は、自己資本金５億６，０４５万８，１８５円と町出資金１，９３０万円を合わせ

まして、５億７，９７５万８，１８５円。剰余金としましては、今年度は、２，９８２万２，

８７０円の欠損金が発生しておりますので、資本合計は５億４，９９３万５，３１５円とな

り、負債資本合計１４４億３，８３４万７，８１７円となりました。 

  以上、認定第１６号の説明とさせていただきます。ご審議いただきますようよろしくお願

いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） ここで、暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時２４分 
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再開 午後 ２時２５分 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  お諮りします。 

  認定第１号 平成２９年度京丹波町一般会計歳入歳出決算の認定についてから認定第１６

号 平成２９年度京丹波町水道事業会計決算の認定についてまでの審査については、１４人

の委員で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思いま

す。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 異議なしと認めます。 

  よって、認定第１号から認定第１６号は、１４人の委員で構成する決算特別委員会を設置

し、これに付託して審査することに決定しました。 

  暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時２６分 

再開 午後 ２時２７分 

○議長（篠塚信太郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  お諮りします。 

  ただいま、設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８条第

３項の規定により、お手元に配付の決算特別委員会委員選任名簿のとおり指名いたしたいと

思います。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 異議なしと認めます。 

  よって、決算特別委員会の委員は、お手元に配付の決算特別委員会委員選任名簿のとおり

選任することに決しました。 

  決算特別委員会をこの場において開催し、正副委員長の選任をお願いします。 

  暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時２８分 

再開 午後 ２時２９分 

○議長（篠塚信太郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  決算特別委員会において、正副委員長が決定しましたので報告します。 
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  委員長に坂本美智代君、副委員長に谷口勝已君。 

  以上のとおりであります。よろしくお願いをいたします。 

 

《日程第３２、報告第２号 健全化判断比率について～日程第３９、報告第９号 グリーンラ

ンドみずほ株式会社に関する経営状況について》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第３２、報告第２号 健全化判断比率についてから日程第３９、

報告第９号 グリーンランドみずほ株式会社に関する経営状況についてまでを一括議題とし

ます。 

  町長の説明を求めます。 

  太田町長。 

○町長（太田 昇君） それでは、まず報告第２号及び第３号について説明いたします。 

  報告第２号は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により健全

化判断比率として次の４指標について報告するものであります。 

  まず、一般会計等を対象とし、赤字の程度を指標化した「実質赤字比率」は、収支赤字が

ないため該当せず、また、財産区を除く全ての会計を対象とし、全体としての赤字の程度を

指標化する「連結実質赤字比率」につきましても、収支赤字がなく該当はありません。次の、

借入金の返済額等を指標化して資金繰りの危険度を示す「実質公債費比率」につきましては、

前年度から０．８ポイント増加し１５．０％となっております。なお、同比率に係る早期健

全化基準は２５％であります。 

  また、借入金や将来にわたる負担の現時点での残高を指標化し、将来の財政負担の圧迫度

を示す「将来負担比率」につきましては、１２８．７％でありました。これは平成２８年度

決算の１２１．０％に比べ７．７ポイント増加をしております。なお、同比率に係る早期健

全化基準は３５０％となっております。 

  以上、監査委員の意見書を添えて報告いたします。 

  次に、報告第３号は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定に

より公営企業の資金不足比率を報告するものであります。本町では、国保京丹波町病院事業

会計、水道事業会計及び下水道事業特別会計が対象となります。いずれも該当しませんでし

た。なお、同比率の経営健全化基準は２０％となっております。 

  以上、監査委員の意見書を添えて報告いたします。 

  報告第４号 株式会社丹波情報センターの経営状況につきましては、総収益３，３３０万

８，３３０円、運営管理に要する諸費用の合計は３，４５０万８，２８９円で、収支差額は
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１１９万９，９５９円の赤字決算となっております。 

  主な事業としましては、京丹波町ケーブルテレビの施設管理業務を受託し、新規引込工事

や移設工事などの工事業務のほか、故障対応業務、幹線・支線及び引込線などの点検業務、

定時告知放送及びお悔やみ放送業務、サブセンター機器の管理、自主放送番組の制作補助、

伝送路関係の申請手続補助などの業務を行っております。 

  収入の主なものは、町からのケーブルテレビ施設管理委託料の３，３２４万円で、ケーブ

ルテレビ施設の管理において重要な役割を担っております。 

  報告第５号 公益財団法人京都府立丹波自然運動公園協力会の経営状況につきましては、

売上総収益は、４億５，７８６万３，８１９円、運営管理に要する諸費用の合計は、４億６，

１０２万１，１９６円で、収支差額は、３１５万７，３７７円の赤字決算となっております。 

  同協力会は、京都府の指定管理を受け、丹波自然運動公園施設の管理運営全般を行ってお

ります。平成２９年度は、陸上競技場が２種に昇格し、京都トレーニングセンターも本格稼

動の年となりました。 

  公園の総入園者数につきましては、「京丹波・食の祭典」等、秋のイベントの雨天中止も

ありましたが、夏のプール開園時は天候に恵まれたこと、また、トレーニングセンターの利

用者も増加したこともあり、待望の「年間６０万人」を超えました。 

  安心•安全な施設管理のほか毎年多彩なイベントを開催するなど、利用者ニーズを的確に

つかみ集客を図るとともに、「京丹波・食の祭典」や「京都丹波ロードレース」の主催団体

の一員として会場提供のほか運営に携わるなど、町の活性化の一翼を担っているところであ

ります。 

  報告第６号 公益財団法人丹波ふるさと振興公社の経営状況につきましては、経常収益は、

２，７４５万１，８３１円、経常費用は、２，８１５万５，４４９円、経常外費用が１万５

３３円で、収支差額は、７１万４，１５１円の赤字決算となっております。 

  収入の主なものは、黒大豆、水稲、飼料用稲、堆肥散布などに係る作業等の受託収入で１，

４６３万５，７５６円、水田活用直接支払交付金など２２０万６，５１０円、町からの運営

補助金８２０万円と、堆肥による土づくり補助金等２３４万６，８４０円となっています。 

  同公社は、優良農地の保全や高齢化等に対応した農作業の受託事業、特産丹波黒大豆の生

産量の維持拡大、さらには、飼料用稲栽培の受託事業や直営栽培などにより地域農業の振興

を図っているところであります。 

  報告第７号 公益財団法人瑞穂農業公社の経営状況につきましては、経常収益は、３，８

８７万３，６１１円、経常費用は、４，０１５万６，８１４円で、収支差額は、１２８万３，
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２０３円の赤字決算となっております。 

  収入の主なものは、受託事業収入８５０万１，６４０円、加工品販売収入３５１万５，３

６６円、水田活用直接支払交付金ほか転作助成金等５４９万６，３６０円、町からの運営補

助金１，６００万円であります。 

  同公社は、担い手の確保、育成を図り、効率的かつ安定的な農業経営に向けた農地の利用

集積及び流動化の促進、農地管理や農作業の受委託などを推進するとともに、ソバや飼料用

米の栽培を行うなど、地域の農地保全や特性を生かした特産物の育成、加工、販売等を行っ

ております。 

  今後とも地域農業の中核として、丹波、瑞穂両公社の一層の充実と経営の健全化を期待す

るものであり、そのため、合併協議を着実に進め、来年度を目途に新たな農業公社を設立し

てまいりたいと考えております。 

  報告第８号 一般財団法人和知ふるさと振興センター全体の経営状況につきましては、経

常収益は３億９，４９１万６，２９７円、経常経費は、４億１，２７８万２，７３２円で、

収支差額は、１，７８６万６，４３５円のマイナスとなり、税引後の収支差額は、１，８１

３万５，４７３円の赤字決算となっております。 

  収入の主なものは、営業収入３億２３４万９，１１１円、農作業受託収入４，９６９万８，

４７２円、農作業受託部運営補助金など６３３万２，４８０円、わち山野草の森を初め町施

設の管理委託料３，４９９万５，２０１円であります。 

  なお、農作業受託部の単独決算につきましては、経常収益として５，５３５万３４４円を

計上しており、経常経費は５，４５７万４，７６４円であり、税引後の収支差額は、７７万

５，５８０円の黒字決算となっています。 

  同センターは、特産品等の販売、都市住民との交流、観光レクリエーションを通じた農林

水産業の振興など幅広い活動を目的に、道の駅「和」、わち山野草の森等の管理運営、農作

業受託事業等を行っております。また、高齢者買い物支援事業や同級会等「案内代行サービ

ス」なども行い、町内利用者の拡充を図っております。今後とも経営の健全化に努め、地域

産業の活性化が促進されることを期待するものであります。 

  報告第９号 グリーンランドみずほ株式会社の経営状況につきましては、営業外収益等を

含む総収益は、１億８，７１３万１，６６２円、運営管理に要する諸費用の合計は、２億５

０５万９，８６５円で、収支差額は、１，７９２万８，２０３円の赤字決算となっておりま

す。 

  事業内容でありますが、施設全体の利用者は、２３万７９３人で前年度比６．１％減、営
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業収入では、１億８，５２７万２，３５９円で前年度比４．４％の減収となっております。 

  主な要因といたしましては、相次ぐ台風の襲来や長雨による秋冬野菜類の不作、加えて１

０月の台風２１号による国道１７３号線の斜面崩落による通行どめの措置がとられ、大阪方

面からの来店者が激減し、営業収益も昨年度を下回る結果となっております。 

  こうした状況のもと、社員一丸となった経営に努められており、引き続き安心•安全なサ

ービスの提供に頑張っていただけるものと期待しております。 

  なお、平成２６年度から指定管理者として４年目となり、平成２９年度の指定管理料は２，

０００万円となっております。 

  以上、報告とさせていただきます。 

○議長（篠塚信太郎君） 以上で報告を終わります。 

  本報告については、９月１０日、午前９時から開催の全員協議会において質疑の機会を設

けますので、ご了承願います。 

  なお、全員協議会は、９月１０日延期となりましたが、先ほど全員協議会延期について報

告いたしました中で、明日、９月５日開催予定と申し上げましたが、明日、９月４日開催予

定に訂正をさせていただきます。 

  以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。 

  よって、本日はこれをもって散会します。 

  次の本会議は６日に再開しますので、定刻までにご参集ください。 

  また、１２日からは決算特別委員会が開催されます。ご苦労さまですが、よろしくお願い

いたします。 

  この後、議会広報常任委員会が開催されますので、委員の皆様にはお疲れのところ大変ご

苦労さまですが、よろしくお願いをいたします。 

  ご苦労さまでございました。 

散会 午後 ２時４０分 
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